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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） 55,951 60,877 65,344 78,067 70,926

経常利益（百万円） 2,758 3,431 4,285 5,189 3,056

当期純利益（百万円） 1,207 1,628 2,261 2,931 1,162

純資産額（百万円） 16,202 18,164 20,040 21,836 21,398

総資産額（百万円） 42,844 44,677 48,419 52,655 42,868

１株当たり純資産額（円） 318.01 356.93 387.64 422.39 421.39

１株当たり当期純利益金額（円） 23.14 31.64 44.50 57.71 22.88

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 37.8 40.7 40.7 40.8 49.9

自己資本利益率（％） 7.6 9.5 11.9 14.2 5.4

株価収益率（倍） 21.9 22.7 13.6 8.3 23.3

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
5,516 3,857 3,123 3,981 8,880

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△3,820 △3,108 △4,085 △4,182 △4,670

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△1,216 △1,436 644 154 △3,886

現金及び現金同等物の期末残高

（百万円）
2,150 1,487 1,184 1,146 1,416

従業員数（人） 1,677 1,791 1,820 1,868 1,921

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

３．第85期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用している。

  

EDINET提出書類

新神戸電機株式会社(E01895)

有価証券報告書

 2/98



(2）提出会社の経営指標等

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） 50,602 55,399 61,131 72,646 65,758

経常利益（百万円） 2,000 2,415 3,554 3,657 3,322

当期純利益（百万円） 1,108 1,558 1,700 2,047 643

資本金（百万円） 2,546 2,546 2,546 2,546 2,546

発行済株式総数（千株） 50,935 50,935 50,935 50,935 50,935

純資産額（百万円） 13,631 15,381 16,353 17,328 17,095

総資産額（百万円） 35,062 36,772 40,224 44,231 36,859

１株当たり純資産額（円） 268.05 302.57 321.79 341.09 336.65

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）

（円）

8.0

（　 4.0）

8.0

（　 4.0）

9.0

 （　 4.0）

10.0

（　 5.0）

12.0

（ 　6.0）

１株当たり当期純利益金額（円） 21.80 30.66 33.45 40.29 12.67

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 38.9 41.8 40.7 39.2 46.4

自己資本利益率（％） 8.4 10.7 10.7 12.2 3.7

株価収益率（倍） 23.2 23.4 18.1 11.9 42.1

配当性向（％） 36.7 26.1 26.9 24.8 94.7

従業員数（人） 1,067 1,102 1,119 1,133 1,176

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

３．第85期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用している。
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２【沿革】

　当社は、昭和44年４月１日に日本蓄電池製造㈱と神戸電機㈱が合併し、新神戸電機㈱として新発足したが、合併まで

の両社及び主な連結子会社の沿革は次のとおりである。

（旧）日本蓄電池製造㈱

大正５年12月 東京、大森に日本蓄電池㈱設立、蓄電池の製造、販売開始

昭和15年１月 東京に隅田工場建設

18年６月 静岡に沼津工場建設

20年 空襲により３工場焼失

21年５月 東京、荒川に本店移転、東京工場建設

23年11月企業再建整備法により、日本蓄電池製造㈱として再発足

30年12月東京、中央区に本店移転

35年12月東京、新宿区に本店移転

36年10月東京・大阪両証券取引所市場第二部に上場

37年４月 埼玉県に埼玉工場建設

41年９月 日立バッテリー販売サービス㈱（現・連結子会社）が、日立バッテリー販売㈱として設立

42年３月 東京工場の生産を埼玉工場に全面移管（現・埼玉事業所）

合併に至る

（旧）神戸電機㈱

大正６年５月 神戸市に㈱神戸電機製作所設立、蓄電池・電気機器の製造、販売開始

７年７月 大阪に浦江工場建設

昭和５年５月 浦江工場でフェノール樹脂製品の製造開始

15年５月 兵庫に尼崎工場建設

16年５月 石産自動車工業㈱、㈱石産製作所、㈱大久鉄工所、日東機械㈱を合併し、石産精工㈱に社名変更、機械

工業部、化学工業部を設置

17年４月 大阪に守口工場建設

18年７月 化学工業部門を石産精工㈱より分離、神戸電機㈱設立、蓄電池・電気機器の本来の事業に戻る。本店

を大阪市とする

24年５月 証券取引所再開に伴い、大阪証券取引所に上場

37年５月 滋賀県に彦根工場建設

41年３月 浦江工場の樹脂製品生産を彦根工場に移管（現・彦根事業所）

42年10月新神戸テクノサービス㈱（現・連結子会社）が、㈱神戸電池製作所として設立

合併に至る

　合併後の当社及び主要な連結子会社の沿革は、次のとおりである。

新神戸電機㈱

昭和44年４月 両社合併により、日本蓄電池製造㈱を存続会社として、同社の社名を新神戸電機㈱と変更して新発

足。本店（東京都千代田区）、工場（守口工場、埼玉工場、彦根工場）の３工場体制

45年２月 埼玉県に機器工場建設

47年８月 東京・大阪両証券取引所市場第一部に昇格

49年11月本店を東京都新宿区西新宿に移転

53年３月 平野化学工業㈱の株式を取得

57年４月 三重県名張市に名張工場を建設し、守口工場を移転（現・名張事業所）

平成８年６月 本店を東京都中央区日本橋本町に移転

10年２月 機器工場を埼玉工場に統合

12年４月 平野化学工業㈱を新神戸プラテックス㈱（現・連結子会社）に商号変更

15年５月 中国東莞市に日立蓄電池（東莞）有限公司（現・連結子会社）を設立

15年６月 委員会等設置会社に移行

16年６月 リチウムイオン電池の設計、製造を新たに設立した日立ビークルエナジー㈱に移管

17年10月本店を東京都中央区明石町に移転
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社。以下同じ。）は、当社（新神戸電機㈱）、子会社４社及び関連

会社２社により構成されており、その主な事業内容は、電池・電気機器製品、合成樹脂製品の製造、販売であり、当社と

関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりである。

　なお、次の事業区分は「第５　経理の状況　１．(1）連結財務諸表　注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区

分と同一である。

事業区分 主要製品 当該事業における各社の位置付け

電池・

電気機器製品

鉛蓄電池（自動車用、二輪車用、

フォークリフト用、産業用、電力貯蔵

用、小形制御弁式）

リチウムイオン電池（産業用）

ニッケルカドミウム蓄電池

アルカリ蓄電池（ポケット式、焼結

式）

充電器

電源システム機器（直流電源装置、無

停電電源装置、電力貯蔵用電源装置）

カートシステム（バッテリー式乗用

ゴルフカート、エンジン式乗用ゴルフ

カート、電動ゴルフカート、バッグ搬

送車）

当社

全製品の製造、販売

日立バッテリー販売サービス㈱

電池・電気機器製品、ゴルフカートの販売、サービス

新神戸テクノサービス㈱

電池の製造、販売

日立蓄電池（東莞）有限公司

鉛蓄電池の製造、販売

日立ビークルエナジー㈱

リチウムイオン電池の設計、製造

台湾神戸電池（股）

鉛蓄電池の製造、販売

合成樹脂製品

熱硬化性樹脂成形品

熱可塑性樹脂成形品

複合電装成形品

単層押出シート

多層押出シート

加飾シート

電気絶縁用積層板

プリント配線板用銅張積層板

多層プリント配線板用内層回路入り

銅張積層板（シールド板）

高耐熱多層材料

高熱伝導材料 

当社

全製品の製造、販売

新神戸プラテックス㈱

合成樹脂製品の製造、販売

新神戸テクノサービス㈱

合成樹脂製品の製造、販売

日立蓄電池（東莞）有限公司

合成樹脂製品の製造、販売

　（注）　上記のほか、当社は親会社である㈱日立製作所に電池・電気機器製品を販売し、親会社である日立化成工業㈱に

合成樹脂製品を販売し、また同社が製造する合成樹脂製品を仕入れている。

 

EDINET提出書類

新神戸電機株式会社(E01895)

有価証券報告書

 5/98



　以上に述べた事項の事業系統図は、以下のとおりである。
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４【関係会社の状況】

(1）親会社

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業内容
議決権の被
所有割合
（％）

関係内容

㈱日立製作所（注） 東京都千代田区 282,033
電子電気機械器具の

製造、販売
間接59.3当社製品の販売先

日立化成工業㈱

（注）
東京都新宿区 15,454

合成樹脂製品の製

造、販売
直接58.9

当社製品の販売先

製品の仕入先

役員の兼任あり

　（注）　有価証券報告書の提出会社である。

(2）連結子会社

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業内容
議決権の所
有割合(％)

関係内容

日立バッテリー販売

サービス㈱
東京都荒川区 150電池・電気機器製品 100.0

当社製品の販売

役員の兼任あり

新神戸プラテックス

㈱（注２）
大阪府枚方市 40 合成樹脂製品 99.9

製品の仕入先

役員の兼任あり

新神戸テクノサービ

ス㈱
埼玉県深谷市 50

電池・電気機器製品

合成樹脂製品
100.0製品の仕入先

日立蓄電池（東莞）

有限公司（注２）
中国東莞市

87,253

（千RMB）

電池・電気機器製品

合成樹脂製品
100.0

当社製品の販売先

製品の仕入先

　（注）１．主要な事業内容の欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

２．特定子会社に該当する。

(3）持分法適用関連会社

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

日立ビークル

エナジー㈱

茨城県ひたちな

か市
7,500

電池・電気機器製

品
24.7

製品の仕入先

役員の兼任あり

台湾神戸電池（股） 台湾台南県
589,570

(千NT$)

電池・電気機器製

品
26.3役員の兼任あり

　（注）　主要な事業内容の欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

電池・電気機器製品 1,262 

合成樹脂製品 585 

全社（共通） 74 

合計 1,921 

　（注）１．従業員数は、就業人員である。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものである。

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

1,176 39.0 16.0 6,157,956

　（注）１．従業員数は、就業人員である。

２．平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでいる。

(3）労働組合の状況

　当社グループの労働組合は次のとおりであり、それぞれ会社との関係は円満に推移しており、特記すべき事項はな

い。

会社名 組合名 上部団体名

新神戸電機㈱ 新神戸電機労働組合 全日本電機・電子・情報関連産業

労働組合連合会新神戸プラテックス㈱ 新神戸プラテックス労働組合
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

①　当連結会計年度の概況

　当連結会計年度における我が国経済は、年度前半において、原油価格高騰などから景気は減速の兆しを見せてい

たが、特に後半に入って、米国金融市場の破綻を契機に世界経済が大混乱に陥り、急激な円高とも相俟って、自動

車業界を筆頭に各業界で販売不振と大幅な在庫調整が行われるなど、かつてない深刻な事態を迎えるに至った。

　このような状況下、当社グループではあらゆる費用の徹底した削減に努めるとともに、今後の成長が見込まれる

新エネルギーや環境対応車などの分野を中心に、製品開発と新規市場・新規顧客の開拓に努めてきた。

　しかしながら、当年度における連結業績は、自動車の減産の影響を大きく受け、売上高は709億２千６百万円(前

年度比９%減)となり、利益面でも、自動車関連のウェートが大きい合成樹脂部門が大幅に悪化したため、営業利益

は51億５千３百万円（前年度比10％減）と減少したほか、関連会社の業績悪化なども加わった結果、経常利益30

億５千６百万円（前年度比41％減）、当期純利益11億６千２百万円（前年度比60％減）とともに大幅な減少を余

儀なくされた。

②　部門別の概況

電池・電気機器部門

　当部門の売上高は522億９千８百万円（前年度比３％減）、営業利益は51億８千万円（前年度比60%増）と

なった。

車両用電池

　車両用電池の売上高は297億７千８百万円（前年度比５％減）となった。

■自動車用電池

　補修用は、景気後退の影響から需要が減少する中で、新規顧客の開拓などの拡販に努めた結果前年度実績よ

り増加した。一方、新車用は、環境対応高回生車両用電池は増加したものの、自動車減産の影響から大幅に減

少した。

■フォークリフト用電池

　補修用は、韓国向けなどの輸出に成果をあげたものの、景気悪化によるフォークリフトの稼働率低下などか

ら減少した。また、新車用もガソリン式から環境に優しいバッテリー式へのシフトは順調に進んでいるもの

の、後半からの新車生産の大幅な落ち込みから前年度実績に及ばなかった。

産業用電池・電気機器

　産業用電池・電気機器の売上高は225億１千９百万円（前年度比１％減）となった。

■産業用電池

　産業用電池は、需要が比較的底堅く推移する中で、有線系通信事業及び電力関係の更新需要が堅調であり、

インターネットデータセンター（ＩＤＣ）並びに交流無停電電源装置（ＵＰＳ）向けの大口受注を獲得し

たことなどから大幅に増加した。

■小形電池

　小形シール鉛電池は、携帯電話中継基地局向けの需要が低調であったことから減少した。また、ニカド電池

も防災分野向けの低調などから大きく減少した。

■電源システム機器

　電源システム機器は、原子力関係の大口物件獲得に成果を上げたものの、前年度好調であった携帯電話中継

基地局の新規設備投資が低調であったことから大幅に減少した。

■ゴルフカート

　ゴルフカートは、入場者数減少に伴うゴルフ場の設備投資の抑制により大幅に減少した。
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合成樹脂部門

　当部門の売上高は186億２千８百万円（前年度比22％減）、営業損失は４千３百万円（前年度営業利益24億６

千６百万円）となった。

成形品

　成形品の売上高は126億１千４百万円（前年度比20％減）となった。

■成形品

　熱可塑性樹脂成形品では、ハイブリッド車向けのＩＰＭハウジングの落ち込みは比較的少なかったものの、

その他の製品が自動車減産の影響を大きく受けたため大幅な減少を余儀なくされた。

　熱硬化性樹脂成形品では、バランスシャフトシステム用高強度樹脂ギヤが、海外での自動車販売不振の影響

から減少したほか、その他の自動車部品も自動車生産の減少などにより前年度実績を大きく下回った。

■シート品

　シート品は、車載用、民生用とも景気悪化の影響を受けた真空成形用途の市場縮小もあり減少を余儀なくさ

れた。

電子材料

　電子材料の売上高は60億１千３百万円（前年度比26％減）となった。

■積層品・シールド板

　民生用が景気後退の影響を受け国内外ともに需要が減少し、年度を通して不振であったことに加え、堅調で

あった車載用も後半に、急激かつ大幅に需要が減退し、全体として前年度実績を大きく下回る結果となった。

 

(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末から２億７千万円増加し、14億１

千６百万円となった。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前当期純利益が、前連結会計年度実績より23億９千７百万円少ない31億４百万円となったが、売上

債権が減少したことなどから、前連結会計年度実績と比較して48億９千９百万円多い88億８千万円の収入と

なった。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形固定資産の取得による支出が増加したことなどから、前連結会計年度実績と比較して４億８千８百万円

多い46億７千万円の支出となった。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入金が33億６百万円減少し、配当金を５億５千８百万円支払ったことなどから、前連結会計年度実績の

１億５千４百万円の収入に対し、38億８千６百万円の支出となった。 
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

電池・電気機器製品（百万円） 52,514 96.1

合成樹脂製品（百万円） 18,174 75.8

合計（百万円） 70,688 89.9

　（注）　金額は販売価格で表示し、消費税等は含まれていない。

(2）受注状況

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％）

電池・電気機器製品 51,920 95.6 2,621 87.4

合成樹脂製品 18,288 75.9 513 60.1

合計 70,209 89.5 3,135 81.4

　（注）　金額には、消費税等は含まれていない。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

電池・電気機器製品（百万円） 52,298 96.5

合成樹脂製品（百万円） 18,628 78.0

合計（百万円） 70,926 90.9

　（注）　金額には、消費税等は含まれていない。
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３【対処すべき課題】

(1)当社グループでは、企業の社会的責任を常に念頭に置きながら、新事業・新製品の創造と早期戦力化、グロー　バル

化の促進、高効率連結経営の実践に基づく業容拡大のために、以下の施策に取り組んでいる。

①新事業・新製品の創造と早期戦力化

ⅰ．エネルギーと環境に重点を置いた将来性豊かな新事業・新製品を日立グループとの緊密な連携は勿論、幅広

いアライアンスにより創造・開発して早期戦力化を図り、安定的な業容拡大を図る。

ⅱ．鉛蓄電池事業分野における競争力強化のため、国内外でのアライアンスを促進する。

ⅲ．高強度樹脂ギヤ・複合電装成形品・車載用電子材料をフラッグ製品とした樹脂事業分野でのコアコンピタ

ンス経営を一層推進する。

ⅳ．日立ビークルエナジー（株）との連携のもと、産業用リチウムイオン電池の早期事業化をめざす。

ⅴ．中国市場をコアに、自動車関連製品を軸とする機動的な戦略により、グローバル化を促進する。特に、自動車

メーカーの海外戦略に迅速に対応し、海外売上高比率10％をめざす。

②高効率連結経営の実践

ⅰ．電池機器事業と樹脂事業の二事業本部制により、迅速で効率的な事業運営と責任の明確化を図る。

ⅱ．提案力、企画力、サービス体制、物流システムなど全ての面でＣＳ最優先に徹し売上拡大を図る。

ⅲ．自動車用電池については、更なる原価低減、生産効率向上、新製品の拡販等を徹底し収益力向上を図る。

ⅳ．原材料価格の高騰に対して、グローバルな原材料調達、ＶＥＣの推進、生産技術力の強化、適正な製品価格の

設定など、収益確保のためのあらゆる施策を実施する。

ⅴ．連結シナジー効果を最大化する観点から、事業戦略及び運営の一元化を図り、グループ各社が一体となって

業容拡大に取り組む。

ⅵ．次世代の当社グループを担う、グローバルな視点を持った中核人材を育成するための教育に注力するととも

に、部門・グループ横断的な人材のローテーションを積極的に進める。

③ＣＳＲの実践と環境安全経営の確立

ⅰ．事業活動を通じて、ステークホルダーから高い信頼を得るため、コンプライアンスの徹底と、コーポレートガ

バナンスの強化を図る。

ⅱ．内部統制システムのレベル向上に努めるとともに、実効性のある監査と併せて、企業が果たすべき社会的取

り組み（ＣＳＲ）を推進する。

ⅲ．ＲｏＨＳ指令など各国で行われている環境規制及びＣＯ２削減などに積極的に対応し、環境への取り組みを

経営効率にまで高めた環境経営を実践する。

ⅳ．社会貢献活動に積極的に取り組み、良き企業市民として企業の社会的責任を果たす。

(2)会社の支配に関する基本方針について

　当社は、事業の拡大、成長及び維持のための資金を株式上場を通じて調達するとともに、企業価値向上のために

資本市場からの評価を得ることにより、さらに緊張感のある経営を実践することが極めて重要であると認識して

いる。

　一方、当社は、日立グループの一員として、（株）日立製作所・日立化成工業（株）ら親会社等との資本関係を

前提に人材交流等良好な関係を維持し、日立グループの有するブランド力、研究開発力、経営情報その他の経営資

源を積極的かつ有効に活用することも企業価値向上に繋がる効果的な方法であると考えている。

　当社としては、上記親会社等に限らず、日立グループ会社との関係においては事業運営の独立性を保ちつつ、全

ての株主に対する企業価値の最大化が、最も重要な経営課題のひとつであるとの認識のもと、ガバナンス体制の

確立及び経営計画の策定等に取り組んでいる。
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４【事業等のリスク】

　当社グループは、電池機器・合成樹脂事業分野において事業活動を行っている。また、事業を遂行するために高度で

専門的な技術を利用している。そのため、当社グループの事業活動は、多岐に亘る要因の影響を受ける可能性がある。

その要因の主なものは、次のとおりである。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。

[1]経済の動向による影響について

　当社グループの市場である国及び地域の経済環境の動向は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

当社グループが事業活動を行っている我が国、アジア及び米国等の市場において、景気後退により個人消費や民間設

備投資が減少した場合、当社グループが提供する製品及びサービスの需要の減少や価格競争の激化が進展する可能性

がある。このような環境下において、当社グループは売上高や収益性を維持できる保証はない。

[2]為替相場の変動による影響について

　当社グループは、取引先及び取引地域が世界各地に亘っているため、為替相場の変動リスクにさらされている資産及

び負債を保有している。主に米ドルをはじめとする現地通貨建ての製品の輸出及び原材料の輸入を行っていることか

ら、為替相場の変動は、当社グループの海外市場に輸出される製品価格の競争力を弱め、経営成績に影響を及ぼす可能

性がある。当社グループでは、為替相場変動のリスクを軽減するための施策を実行しているが、為替相場の変動による

経営成績への影響を完全に回避できる保証はない。

[3]原材料価格の変動による影響について

　当社グループの製品は、鉛電池の主原料である鉛や石油化学製品を原材料としているが、その仕入価格が世界の政治

情勢などにより上昇することに伴い、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[4]急速な技術革新について

　当社グループの事業分野においては、新しい技術が急速に発展している。先端技術の開発に加えて、これを継続的に、

迅速且つ優れた費用効率で製品及びサービスに適用することは、競争力を維持するために不可欠である。このような

製品及びサービスを生み出すためには、研究開発に対する多大な努力が必要となるが、当社グループの研究開発が常

に成功する保証はない。当社グループの先端技術の開発又は製品及びサービスへの適用が予定どおり進展しなかった

場合は、関連する当社グループの事業の経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[5]競争の激化について

　当社グループの事業分野においては、大規模な国際的企業から専業企業に至るまで、多様な競合相手が存在してい

る。激しい競争の下で成功するためには、価格、技術、品質及びブランド価値の面において競争力を有する製品及び

サービスを時宜に適った方法で市場に投入しなければならないが、当社グループの提供する全ての製品及びサービス

について実現できる保証はない。製品及びサービスが競争力を維持できない場合又は市場投入の時期が適切でない場

合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[6]原材料、部品及びサービスの供給者への依存について

　当社グループの生産活動は、供給者が時宜に適った方法により適切な品質及び量の原材料、部品及びサービスを当社

グループに供給する能力に依存している。供給者が他の顧客を有し、需要過剰の状況において全ての顧客の要求を満

たすための十分な能力を有しない可能性もある。当社グループは、原則として複数の供給元を維持し、供給に関連する

問題の発生を回避するため供給者と緊密な関係を築くよう努めているが、供給不足や納入の遅延等の供給に関連する

問題を完全に回避できる保証はない。このような問題が発生した場合、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性が

ある。

[7]企業買収、合弁事業及び戦略的提携について

　当社グループは、各事業分野において、新技術や新製品の開発及び競争力の強化のため、外部企業の買収、事業の合弁

及び戦略的提携を実施することがある。このような施策は、事業遂行、技術、製品及び人事上の統合において時間と費

用がかかる複雑な問題を含んでおり、適切な計画の下で実行がなされない場合には、当社グループの事業に影響を及

ぼす可能性がある。事業提携の成功は、当社グループがコントロールできない提携先の決定や能力又は市場の動向に

よって影響される。これらの施策に関連して、統合に関する費用や買収事業の再構築に関する費用等の買収関連の費

用が当社グループに発生する可能性がある。また、当社グループが買収事業の統合に成功し、若しくは当該施策を通じ

て当初の目的の全部又は一部を達成することに成功する保証はない。
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[8]事業再構築について

　当社グループは、経営の効率化と競争力の強化のため、不採算事業からの撤退、子会社や関連会社の再編、製造拠点と

販売網の再編及び人員の適正化等による事業の再構築を継続している。これらの施策に関連して、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす費用が生じる可能性がある。各国政府の規制、雇用問題及びＭ＆Ａ市場における

制約等によって、事業再構築の計画が適時に実行できない可能性もある。また、当社グループが事業再構築の実施によ

り、当初の目的の全部又は一部を達成できる保証はない。

[9]優秀な人材への依存について

　当社グループが競争力を維持するためには、経営又は技術に関する能力に優れた人材を確保、採用することが重要と

考えている。このような優秀な人材は限られており、その確保に関する競争は激化している。当社グループがこのよう

な優秀な人材の確保、採用及び育成に成功する保証はない。

[10]知的財産権について

　当社グループは、事業を遂行する上で、製品、製品のデザイン及び製造過程等に関する知的財産権を利用している。当

社グループは、多数の知的財産権を保有するとともにライセンスを供与しており、必要又は有効と認める場合には、第

三者の知的財産権を使用するために相手方からライセンスを取得する。それらの権利の保護、維持若しくは取得が予

定どおり行われなかった場合又は第三者による当社グループの知的財産権の侵害を完全に防止できなかった場合は、

当社グループの事業遂行や競争力に影響を及ぼす可能性がある。また、知的財産権に関する訴訟において当社グルー

プが当事者となる可能性があり、その結果、費用が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性がある。

[11]訴訟その他の法的手続について

　当社グループは、事業を遂行する上で、取引先や第三者から訴訟等が提起され、又は規制当局より法的手続がとられ

るリスクを有している。これらにより、当社グループに対して巨額かつ予想困難な損害賠償の請求がなされた場合又

は事業遂行上の制限が加えられた場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[12]製品の品質と責任について

　当社グループの製品及びサービスは、高度な技術や複雑な技術を利用したものが増えており、また、原材料や部品等

を外部の供給者から調達していることにより、品質保証へのコントロールは複雑化している。当社グループの製品及

びサービスに欠陥等の問題が生じた場合には、当該問題から生じた損害について当社グループが責任を負う可能性が

あるとともに、当社グループの製品及びサービスの品質への信頼や経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[13]情報システムについて

　当社グループの事業活動において、情報システムの利用とその重要性は増大している。天変地異や人為的な原因に

よって情報システムの機能に支障が生じた場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性がある。

[14]海外活動に潜在するリスクについて

　当社グループは、我が国の他にアジア・米国等の国及び地域で生産若しくは販売を行っている。これらの海外市場で

は、政治的及び社会的リスクがあり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
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[15]公的規制による影響について

　当社グループの事業活動は、当社グループが事業を行う各国の多様な規制に服する。このような規制には、投資、貿

易、競争、知的財産権、税、為替及び環境・リサイクルに関する規制を含む。規制に関する重大な変更は、当社グループ

の事業活動を制限し、若しくはコストを増加させ、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[16]環境問題について

　当社グループは、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の環境法令を遵守している。製造工程等で発生する

有害物質が社外に流出しないように万全の対策をとっているが、万一流出した場合には、社会的信用の失墜、補償・対

策費用の支出又は生産停止等の事態が発生する。また将来の法規制の厳格化や環境に対する社会の関心の一層の高ま

りにより、過去の事業活動も含め、過失の有無にかかわらず、当社グループは法的、社会的責任を負う可能性がある。こ

れらのことは、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[17]事故及び災害による影響について

　当社グループは、火災、爆発等の事故を防止するため、設備点検を実施するとともに、安全装置及び消火設備の充実等

を図っている。また、地震、台風等の自然災害に備え、生産設備及び情報・通信システムの安全性向上その他の対応策

を講じている。しかし、これらの施策にかかわらず事故や災害による損害を完全に防止できる保証はない。これらの損

害が発生すると、生産能力が低下し販売に大きな影響を与え、さらに事業体制の立直しのために多額の費用を要する

場合がある。これらのことは、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[18]情報の漏洩について

　当社グループは、技術、営業、その他事業に関する営業秘密並びに多数の他企業及び個人の情報を有している。当社グ

ループは、情報管理に万全を期しているが、予期せぬ事態により情報が流出し、第三者がこれを不正に取得、使用する

可能性がある。当社グループの営業秘密が不正に外部に流出した場合、当社グループの事業に影響を与えるおそれが

ある。また、他企業及び個人の情報が外部に流出した場合、被害を受けた企業及び個人に対して損害賠償責任を負うと

ともに、当社グループの事業やイメージに影響を与えるおそれがある。これらのことは、当社グループの財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[19]財務上のリスクについて

　当社グループは、株式等の有価証券を保有しており、これらの有価証券の価格の下落は、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。また、資本市場からの長期資金調達により、金利の変動や信用リスクによる

影響を受ける可能性がある。

[20]退職給付債務について

　当社グループは、数理計算によって算出される多額の退職給付費用及び債務を負担している。この評価には、死亡率、

脱退率、退職率、給与の変更、割引率、年金資産の期待収益率等の年金資産を見積る上で重要な前提条件が含まれてい

る。当社グループは、人員の状況、現在の市況及び将来の金利の動向等の多くの要素を考慮に入れて、主要な前提条件

を見積る必要がある。主要な前提条件の見積りは、基礎となる要素に基づき、合理的であると考えているが、実際の結

果と合致する保証はない。割引率の低下は、数理上の退職給付債務の増加をもたらす。退職給付債務の増減は、従業員

の勤務期間に亘って償却される数理上の差異の額に影響する。主要な前提条件の変化は、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

[21]親会社との関係について

　当社の親会社である日立化成工業（株）は傘下に多数の関係会社を擁し、エレクトロニクス、機能性材料の２部門に

亘って、製品の製造及び販売・サービスに至る幅広い事業活動を展開しており、当社は機能性材料部門の一部を担っ

ている。本有価証券報告書提出日現在、当社取締役８名のうち３名は同社の役員を兼任している。また同社と同社の親

会社である（株）日立製作所とは技術協力、人的協力及び製品の供給等において密接な関係がある。従って当社グ

ループの事業展開等は、同社及び同社の親会社の経営戦略等の影響を受ける可能性がある。
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５【経営上の重要な契約等】

（1）インドのEXIDE INDUSTRIES LTD.との間で、鉛蓄電池に関する特許実施権及び技術情報の供与に関する技術援助

契約を締結している。契約期間は、自動車用鉛蓄電池については平成16年３月29日から５年間であり、平成21年４月

から１年間契約を延長している。また、制御弁式(シール)鉛蓄電池については平成17年６月22日から５年間である。

（2）パナソニック・ストレージ・バッテリー㈱との間で、鉛蓄電池に関する技術ライセンス契約を締結している。契

約期間は、平成16年７月１日から10年間である。

（3）㈱日立製作所及び日立マクセル㈱との間で、リチウムイオン電池事業の合弁会社に関する合弁契約を締結して

いる。契約締結日は平成16年６月21日である。

 

６【研究開発活動】

　当社グループでは、当社の技術開発本部が中心となり、連結子会社及び関連会社と密接に連携して、電池・電気機器

製品及び合成樹脂製品の研究開発活動を積極的に進めている。また、先進的新製品に必要な最先端高度技術の開発に

ついては、㈱日立製作所や日立化成工業㈱などの日立グループの研究開発部門との密接な協力体制のもとに開発を推

進している。

　当連結会計年度における研究開発費は18億１千９百万円、研究人員は185名、産業財産権は769件である。

　なお、当連結会計年度の主な研究開発活動・成果及び研究開発費は次のとおりである。

電池・電気機器製品

　鉛蓄電池とリチウムイオン電池を中心に、自動車用電池の補修市場や自動車用次期新システムに対応また産業用新

規用途に即応する新製品開発を、電池研究開発センタ、産業リチウムイオン電池開発センタ及び日立ビークルエナ

ジー㈱で行っている。

　当連結会計年度中に開発した新製品としては、タクシー・営業車用バッテリー（新タフロングシリーズ）、制御弁式

鉛蓄電池ＵＰ－Ａ形がある。

　電源システム機器、ＵＰＳ、ゴルフカートなど、高度技術が要求される市場へ対応する電気機器の研究開発は、埼玉事

業所ＭＥ部で行っている。

　当連結会計年度中に開発した新製品としては、携帯電話基地局向けＩＴＰ電源がある。

　当連結会計年度における研究開発費は９億６千２百万円である。

合成樹脂製品

　積層品、成形品、シート品など短期で急速な技術革新が進む市場へ新製品を投入する研究開発は、樹脂研究開発セン

タ及び彦根事業所開発センタが中心に行っている。

　当連結会計年度中に開発した新製品としては、ＡＲエンジン用バランスシャフトシステム用高強度樹脂ギヤがある。

　当連結会計年度における研究開発費は８億５千７百万円である。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成21年６月26日）現在において当社グル－プが判断

したものである。

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グル－プの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

いる。連結財務諸表の作成に当たり、過去の実績や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り

・予測を実施している。しかし、これらには見積り特有の不確実性があるため、実際の結果とは異なる場合がある。

　個々の項目については「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおりである。

(2）財政状態の分析

①　キャッシュ・フロ－の分析

　「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりである。

②　資産及び負債・純資産の分析

イ．資産

　当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末から97億８千６百万円（18.6％）減少し428億６千８百万

円となった。

　流動資産は、自動車の減産の影響による売上高の減少や原材料価格の下落などにより、特に売上債権とたな卸

資産が大幅に減少したことにより、前連結会計年度末から70億８千５百万円（24.8％）減少し215億２千３百

万円となった。現金及び預金は、キャッシュ・フロー分析において前述のとおり、２億７千万円増加し14億１千

６百万円となったほか、売上高の減少にともない売掛金は、前連結会計年度末から55億８千９百万円減少し112

億２千４百万円となった。

　たな卸資産は、前連結会計年度末から11億８千３百万円減少し62億１千６百万円となり、たな卸資産回転率

は、前連結会計年度の11.5回から10.4回に悪化した。

　有形固定資産は、法人税法の改正を契機とした耐用年数の見直しによる減価償却額の増加などにより、前連結

会計年度末から４億６千３百万円（3.0％）減少し148億１千９百万円となり、有形固定資産回転率は、前連結

会計年度の5.1回から4.7回に悪化した。

　投資その他の資産は、持分法適用関連会社２社が赤字となったこと、上場投資有価証券の時価評価額が減少し

たことなどにより前連結会計年度末から22億１千１百万円（25.8％）減少し63億５千８百万円となった。

ロ．負債

　当連結会計年度末の総負債額は、前連結会計年度末から93億４千９百万円（30.3％）減少し214億６千９百万

円となった。

　流動負債は、前連結会計年度末から90億７千９百万円（39.0％）減少し142億８百万円となった。これは、短期

借入金が35億２千５百万円減少したこと、買掛金が36億３千３百万円減少したほか、課税所得の減少に伴い未

払法人税等が13億１千８百万円減少したことなどによるものである。なお、流動比率は前連結会計年度末の

122.8％から151.5％に改善し、流動資産から流動負債を差し引いた運転資本も19億９千４百万円（37.5％）増

加して73億１千４百万円となった。

　固定負債は、前連結会計年度末から２億６千９百万円（3.6％）減少し72億６千１百万円となった。これは、退

職一時金制度の一部の確定拠出年金制度への移行に伴う移管資産の未払計上額が減少したことなどによるも

のである。

　借入金、リース債務を合計した有利子負債は、前連結会計年度末から35億１千６百万円減少し63億４千９百万

円となった。

ハ．純資産

　当連結会計年度末の純資産額については、前連結会計年度末から４億３千７百万円（2.0％）減少し213億９

千８百万円となった。自己資本比率は前連結会計年度末の40.8％から9.1ポイント上昇し49.9％となり、１株当

たり純資産額は、前連結会計年度末の422.39円から421.39円に減少した。
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(3）経営成績の分析

①　売上高

　「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(1）業績」に記載のとおりである。

②　売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は、前連結会計年度から66億９千万円（10.8％）減少し551億１千６百万円となり、売上高に対する比

率は1.5ポイント低下し77.7％となった。これは、主要原材料である鉛価格等の下落による原材料価格の低下が

あったことなどによるものである。また、販売費及び一般管理費は研究開発費の増加などから、前連結会計年度か

ら１億１千６百万円（1.1％）増加し106億５千６百万円となり、売上高に対する比率は1.5ポイント上昇し

15.0％となった。

③　営業利益

　営業利益は前連結会計年度から５億６千６百万円（9.9％）減少し51億５千３百万円となったが、売上高に対す

る比率は横ばいの7.3％となった。

　区分別では、電池・電気機器製品の営業利益は前連結会計年度から19億４千２百万円（60.0％）増加し51億８

千万円、同区分の売上高に対する比率は3.9ポイント上昇し9.9％となった。合成樹脂製品は前連結会計年度24億

６千６百万円の営業利益から、４千３百万円の営業損失に転じた。

④　営業外収益（費用）

　営業外収益（費用）は、前連結会計年度の５億３千万円の費用から当連結会計年度は20億９千６百万円の費用

となり、15億６千６百万円悪化した。これは、持分法適用関連会社２社の赤字により持分法による投資損失が12億

３千８百万円増加し14億４千８百万円となったことなどによるものである。

　なお、受取利息及び配当金から支払利息を差し引いた金融収支純額は、前連結会計年度から２千１百万円改善し

当連結会計年度は１億５百万円の費用となった。

⑤　特別利益（損失）

　特別利益（損失）は、前連結会計年度３億１千２百万円の利益から当連結会計年度は４千８百万円の利益とな

り、２億６千４百万円減少した。これは、日立ビークルエナジー㈱に係る持分変動利益が１億７千２百万円減少し

４千８百万円となったことなどによるものである。
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⑥　当期純利益

　法人税等は、税金等調整前当期純利益が23億９千７百万円（43.6％）減少したことにより、前連結会計年度から

５億７千万円（22.6％）減少し19億５千７百万円となり、税金等調整前当期純利益に対する比率（税負担率）は

17.1ポイント上昇し63.0％となった。少数株主利益（損失）は前連結会計年度４千３百万円の少数株主利益から

１千４百万円の少数株主損失に転じた。

　これらの結果、当期純利益は前連結会計年度から17億６千９百万円（60.4％）減少し11億６千２百万円となっ

た。なお、当期純利益の売上高に対する比率は2.2ポイント低下し1.6％、自己資本に対する比率（ＲＯＥ）は8.8

ポイント低下し5.4％に、総資産額に対する比率（ＲＯＡ）は、3.4ポイント低下し2.4％となった。また、１株当た

り当期純利益は前連結会計年度の57.71円から22.88円に減少した。

(4）経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループは、電池・電気機器事業及び合成樹脂事業分野において事業活動を行っている。また、事業を遂行す

るために高度で専門的な技術を利用している。そのため、当社グループの事業活動及びそこから生ずる経営成績は、

多岐に亘る要因の影響を受ける可能性がある。個々の内容については「事業等のリスク」に記載したとおりであ

る。

(5）経営戦略の現状と見通し

　今後の経済動向は、世界同時不況といわれる状況がしばらく続き、我が国においても自動車業界の早期回復は期待

できないと思われるなど、当社を取り巻く環境は、当期以上に厳しく困難なものと予測される。

　当社グループでは、かかる厳しい環境に対処するため、徹底した経営の効率化を進めるとともに、今後の成長のた

めの新製品、新技術の開発に努め、環境問題に貢献する製品の市場作りを進めていく。さらにＣＳＲの履行と環境安

全経営を実践することにより、株主をはじめとするステークホルダー各位のご期待に沿う企業となるべく邁進して

いく。

 

(6）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するように努めて

いるが、ここ数年の世界的な事業環境の変化から、当社グループを取り巻く状況は、さらに厳しさを増すことが予想

され、これまで以上に企業の社会的責任を果たしつつ、増収増益基盤を確立していくために今後とも以下の施策に

取組んでいく方針である。

①　新製品の創造開発と研究開発効率の向上

②　連結売上高の拡大と海外市場への積極的進出で収益確保

③　生産技術力強化と業務の標準化による品質安定化・原価低減の推進

④　連結経営の効率向上

⑤　ＣＳＲの実践と環境安全経営の確立
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループでは、当連結会計年度において、成長製品の設備拡充及び合理化などを目的として、39億８百万円の設

備投資（無形固定資産を含む）を実施した。

　事業の種類別セグメントの設備投資について示すと次のとおりである。

　電池・電気機器製品においては、自動車用鉛蓄電池の合理化や産業用リチウムイオン電池の研究開発などに18億６

千６百万円の設備投資を実施した。

　合成樹脂製品においては、自動車用戦略樹脂部品の増産などに20億７百万円の設備投資を実施した。

　特定のセグメントに区分できない全社への設備投資は、３千３百万円であった。

　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はない。 

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社 

 平成21年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び運搬
具
(百万円)

土地
（百万円）
(面積㎡)

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

埼玉事業所
(埼玉県深谷市)

電池・電気機
器製品

電池・電気機
器製造設備

866 1,815
254

(132,474)
－ 226 3,163 312

名張事業所
(三重県名張市)

電池・電気機
器製品

電池・電気機
器製造設備

355 1,697
105

(97,104)
5 238 2,401 279

彦根事業所
(滋賀県彦根市)

合成樹脂製品
合成樹脂製品
製造設備

1,175 1,720
238

(84,619)
－ 252 3,386 290

　（注）　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定である。

(2）国内子会社

 平成21年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の
内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び運搬
具

(百万円)

土地
（百万円）
(面積㎡)

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

日立バッテリー
販売サービス㈱

本社、営業所
他
(東京都荒川
区他)

電池・電気機
器製品

土地・建
物

109 －
400

(7,086)
－ 11 520 139

新神戸テクノ
サービス㈱

本社工場他
(埼玉県深谷
市他)

電池・電気機
器製品

電池製造
設備

35 161
145

(3,860)
－ 20 363 101

新神戸プラテッ
クス㈱

本社、大阪工
場(大阪府枚
方市)

合成樹脂
製品

合成樹脂
製品製造
設備

393 701
52

(1,379)
－ 152 1,299 126

広島工場(広
島県広島市)

合成樹脂
製品

合成樹脂
製品製造
設備

60 154
279

(3,917)
－ 35 530 41

石川工場(石
川県能美市)

合成樹脂
製品

合成樹脂
製品製造
設備

283 343
74

(30,477)
－ 105 805 61

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定である。

２．新神戸テクノサービス㈱には、新神戸プラテックス㈱に賃貸している土地145百万円（3,860㎡）を含んでい

る。
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(3）在外子会社 

平成21年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の
内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び運搬
具

(百万円)

土地
（百万円）
(面積㎡)

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

日立蓄電池（東
莞）有限公司

中国東莞市

電池・電気機
器製品
合成樹脂
製品

電池製造
設備
合成樹脂
製品製造
設備

335 923
－
(－)

－ 109 1,368 277

　（注）　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定である。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定している。設備計画は

原則的に連結会社各社が個別に策定しているが、計画策定に当たっては提出会社を中心に調整を図っている。

　なお、経常的な設備の更新のための除却を除き、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は

ない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
(平成21年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年６月26日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 50,935,500 50,935,500

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

単元株式数

1,000株

計 50,935,500 50,935,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はない。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成４年５月20日 2,425 50,935 121 2,546 △121 3,007

　（注）　資本準備金の一部資本組入

 

（５）【所有者別状況】

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 27 44 87 47 1 3,443 3,649 －

所有株式数

（単元）
－ 7,662 1,171 31,840 1,161 24 8,691 50,549386,500

所有株式数の

割合（％）
－ 15.16 2.32 62.99 2.29 0.05 17.19 100 －

　（注）１．株主名簿上の自己株式153,964株は、「個人その他」に153単元、「単元未満株式の状況」に964株含めて記載

している。

２．証券保管振替機構名義の株式は、「単元未満株式の状況」に750株含まれている。
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（６）【大株主の状況】

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

日立化成工業㈱ 東京都新宿区西新宿2-1-1 29,672 58.26

日本生命保険（相） 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,798 3.53

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 1,671 3.28

㈱損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 871 1.71

トヨタ自動車㈱ 愛知県豊田市トヨタ町１ 847 1.66

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海1-8-11 784 1.54

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口）
東京都中央区晴海1-8-11 691 1.36

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口）
東京都港区浜松町2-11-3 664 1.30

新神戸電機社員持株会 東京都中央区明石町8-1 533 1.05

みずほ信託銀行㈱ 東京都中央区八重洲1-2-1 528 1.04

計 － 38,061 74.72

（注）１．当社は、㈱みずほコーポレート銀行及びその共同保有者であるみずほ証券㈱、みずほ信託銀行㈱、みずほ投信

投資顧問㈱から平成20年５月22日付大量保有報告書の写しを受領しており、平成20年５月15日現在でそれぞれ以

下のとおり株式を保有している旨の報告を受けた。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 1,671,277 3.28

みずほ証券㈱ 東京都千代田区大手町1-5-1 58,000 0.11

みずほ信託銀行㈱ 東京都中央区八重洲1-2-1 700,000 1.37

みずほ投信投資顧問㈱ 東京都港区三田3-5-27 200,000 0.39

計 － 2,629,277 5.16

２．当社は、㈱みずほコーポレート銀行、みずほ証券㈱、みずほ信託銀行㈱及びみずほ投信投資顧問㈱から、上記

１の大量保有報告書に係る平成21年５月22日付変更報告書の写しを受領し、平成21年５月15日現在でそれぞれ以

下のとおり株式を保有している旨の報告を受けた。
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氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 　1,671,277 3.28

みずほ信託銀行㈱ 東京都中央区八重洲1-2-1 　　772,000 1.52

 計  －  2,443,277  4.80

３．当社は、㈱みずほコーポレート銀行及びその共同保有者であるみずほ証券㈱、みずほ信託銀行㈱、みずほ投信

投資顧問㈱から平成21年６月22日付大量保有報告書の写しを受領しており、平成21年６月15日現在でそれぞれ以

下のとおり株式を保有している旨の報告を受けた。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 1,671,277 3.28

みずほ証券㈱ 東京都千代田区大手町1-5-1 59,293 0.12

みずほ信託銀行㈱ 東京都中央区八重洲1-2-1 771,000 1.51

みずほ投信投資顧問㈱ 東京都港区三田3-5-27 79,000 0.16

計 － 2,580,570 5.07

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　153,000 － 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 50,396,000 50,396 同上

単元未満株式 普通株式　　386,500 － －

発行済株式総数 50,935,500 － －

総株主の議決権 － 50,396 －

 

②【自己株式等】

 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

新神戸電機㈱
東京都中央区明石町

８番１号
153,000 － 153,000 0.30

計 － 153,000 － 153,000 0.30

 

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はない。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はない。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はない。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 26,744 21,027,027

当期間における取得自己株式 1,105 812,127

　（注）　当期間における取得自己株式には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれていない。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（単元未満株式の売渡請求による売渡）
5,093 2,733,768 － －

保有自己株式数 153,964 － 155,069 －

　（注）１．当期間における処理自己株式には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

売渡による株式は含まれていない。

　　　　２．当期間における保有自己株式数には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び売渡による株式は含まれていない。
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３【配当政策】

　当社は、経営環境、業績、今後の事業展開などを総合的に勘案して、株主への利益配分と内部留保額を決定することと

している。内部留保資金については、将来の事業展開に備え、高付加価値新製品の開発投資、既存製品の競争力強化な

どに充当し、強靭な経営基盤の確立に努めていく。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会としている。

　当事業年度の配当については、上記方針に基づき当期は１株当たり12円の配当（うち中間配当６円）とした。

　当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨

定款に定めている。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当金（円）

平成20年10月28日

取締役会決議
304 6

平成21年５月28日

取締役会決議
304 6

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円） 569 730 769 637 1,230

最低（円） 362 442 553 353 340

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部によるものである。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 568 812 849 842 518 568

最低（円） 340 488 595 487 392 429

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部によるものである。
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５【役員の状況】

(1）取締役の状況

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役会長

 
－ 臼井　正信 昭和21年10月11日生

昭和44年４月当社入社

平成10年６月当社取締役

13年６月当社常務取締役

15年４月当社代表取締役・取締役社長

15年６月

 

21年６月

当社取締役兼代表執行役・執行

役社長

当社取締役会長（現任）

(注)２ 33

取締役

（代表執行

役・執行役

社長）

－ 伊藤　　繁 昭和28年８月29日生

昭和51年４月当社入社

平成18年４月当社執行役

20年４月当社執行役常務

21年４月当社代表執行役・執行役社長

（現任）

21年６月当社取締役（現任）

(注)２ 10

取締役

（執行役副

社長）

－ 明石　耕治 昭和22年12月22日生

昭和46年４月日立化成工業㈱入社

平成９年６月 当社取締役

15年４月当社常務取締役

15年６月当社取締役（現任）兼執行役常

務

17年４月当社執行役副社長（現任）

(注)２ 25

取締役

（執行役専

務）

－ 小室　貴宏 昭和22年２月８日生

昭和44年４月当社入社

平成13年６月当社取締役

15年４月当社常務取締役

15年６月当社執行役常務

19年４月当社執行役専務

19年６月

 

　〃 

当社取締役兼執行役専務（現

任）

日立バッテリー販売サービス㈱

代表取締役取締役社長（現任）

(注)２ 11

取締役 － 金戸　邦和 昭和23年１月21日生

昭和46年４月㈱日立製作所入社

平成19年４月

20年４月

当社執行役

当社執行役常務

21年６月当社取締役（現任）

(注)２ 7

取締役 － 角田　和好 昭和29年３月12日生

昭和56年10月日立化成工業㈱入社

平成17年４月同社執行役

18年４月同社執行役常務（現任）

20年６月当社取締役（現任）

(注)２ 1

取締役 － 花枝　昇一 昭和27年３月20日生

昭和49年４月日立化成工業㈱入社

平成18年４月同社執行役（現任）

18年６月当社取締役（現任）

(注)２ 5

取締役 － 内村俊一郎 昭和29年４月５日生

昭和54年４月日立化成工業㈱入社

平成21年４月同社執行役（現任）

21年６月当社取締役（現任）

(注)２ 1

計  ８名    93
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　（注）１．取締役 角田和好、花枝昇一、内村俊一郎の各氏は社外取締役である。

　　　　２．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで

とする」旨定款に定めている。

３．当社は委員会設置会社であり、当社の委員会体制は次のとおりである。

指名委員会　委員長 臼井 正信、委員 角田 和好、委員 花枝 昇一 

監査委員会　委員長 金戸 邦和、委員 角田 和好、委員 内村 俊一郎 

報酬委員会　委員長 伊藤 　繁、委員 角田 和好、委員 花枝 昇一  
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(2）執行役の状況

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表執行役・

執行役社長

（取締役）

－ 伊藤　　繁
「(1)取締役の状況」

に記載のとおり
同左 (注) 10

執行役副社長

（取締役）
－ 明石　耕治 同上 同左 (注) 25

執行役専務

（取締役）

電池機器事業

本部長
小室　貴宏 同上 同左 (注) 11

執行役専務
品質保証本部

長
薗頭　幹雄 昭和26年２月13日生

昭和49年４月日立化成工業㈱入社

平成17年４月同社執行役

18年４月同社執行役常務

18年６月当社取締役

20年４月当社執行役専務（現任）

(注) 15

執行役常務
樹脂事業本部

長
鎌田　満利 昭和25年11月25日生

昭和52年４月当社入社

平成15年６月当社執行役

19年４月当社執行役常務（現任）

(注) 8

執行役常務
技術開発本部

長
石丸　敏明 昭和24年３月25日生

昭和48年４月日立化成工業㈱入社

平成17年６月

21年４月

当社執行役

当社執行役常務（現任） 

(注) 12

執行役常務 営業本部長 川上　典彦 昭和27年４月８日生

昭和51年４月当社入社

平成18年４月

平成21年４月

当社執行役

当社執行役常務（現任）

(注) 8

執行役

新規事業・モ

ノづくり技術

本部長 兼

環境安全管理

本部長

茅野　真司 昭和27年11月30日生
昭和51年４月当社入社

平成17年４月当社執行役（現任）
(注) 7

執行役 経営管理室長 鳥光　振武 昭和25年７月10日生
平成12年４月日立化成工業㈱入社

20年４月当社執行役（現任）
(注) 5

執行役 中部支店長 高橋　　聡 昭和30年12月８日生
昭和53年４月当社入社

平成20年４月当社執行役（現任）
(注) 3

執行役
樹脂事業本部

副事業本部長
武　　義治 昭和26年６月28日生

昭和50年４月

平成16年４月

当社入社

新神戸プラテックス㈱代表取締

役（現任）

平成21年４月

 〃

当社執行役（現任）

新神戸プラテックス㈱取締役社

長（現任）

(注) 6

執行役

電池機器事業

本部副事業本

部長

齋藤　幸弘 昭和28年９月18日生
昭和47年３月日立化成工業㈱入社

平成21年４月当社執行役（現任）
(注) 3

計  12名    113

　（注）「執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、健全でかつ透明性が高く、市場の変化に即応できる経営体制の確立を経営上の最優先課題の一つに掲げて

いる。その一環として、当社は「委員会設置会社」として、業務執行機能と監督機能を分離するとともに、取締役会

の監督機能を強化して、客観性と透明性の高い経営の実現を目指している。

(2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　会社の機関の基本説明

ⅰ．当社は平成15年６月に「委員会等設置会社」（現「委員会設置会社」）に移行した。その理由は、業務執

行の決定権限を取締役会から執行役に大幅に委譲することにより業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で

責任が明確な経営を可能にするとともに、取締役会の傘下に社外取締役を中心とした指名・報酬・監査の３

委員会を設置することにより取締役会の監督機能を強化して、客観性と透明性の高い経営を実現するためで

ある。

　当社の業務執行・経営の監視の仕組み（各種委員会の概要を含む。）は、次のとおりである。

 

ⅱ．当社の取締役の総数は８名、うち社外取締役は３名である。社外取締役としては、当社の経営実態に詳し

く、研究開発、財務等当社の重点課題に関連する分野に精通している経営者、専門家等を選任している。社外

取締役だけの専従スタッフは置かないが、取締役会及び各種委員会が円滑に運営されるよう、取締役を補佐

する専従スタッフを置いている。

ⅲ．当社は、業務執行機能と監督機能の分離を一層確実なものにするため、執行役兼務取締役の数を必要最小

限にとどめている。
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②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

ⅰ．当社及び当社グループの内部統制システムは、次のとおりとなっており、現在も、システムがより円滑に機能

するよう、整備の推進に努めている。

ⅱ．執行役社長が全社又は当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項を多面的な検討を経て慎重に決定するよ

うにするため、執行役社長の諮問機関として、全執行役で構成される「経営会議」を設置している。

ⅲ．予算・業績管理については、予算の決定及び見直しに際し取締役会の決議を経るほか、毎月及び四半期毎に

取締役会への業績報告を行っている。

ⅳ．執行役及び従業員は、監査委員に対して、法定の事項に加え、全社的に影響を及ぼす重要事項に関して執行役

が決定した内容、担当部署が行う内部監査の結果及び執行役が整備する内部通報制度による通報の状況を遅滞

なく報告することとしている。

ⅴ．整備状況

　会社法の定めに則り、「執行役の職務の執行が法令定款に適合することその他当社業務の適正を確保するた

めに必要な体制」を取締役会で決定し、これを整備している。

　その具体的な内容は、以下のとおりである。

（ア）執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　執行役の行った決定に関する情報、文書の取扱いは、会社規則の定めるところによる。

（イ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスクの管理については、会社規則で定めるとともに、各関係部門にて必要に応じ研修、マニュアルの作

成、配布等により教育を行う。また、万一、災害等突発性のリスクが現実化した場合、「リスク対策実施要

領」に基づき、リスク対策本部の設置、アドバイザーとしての専門家の招聘等により迅速に対応する。

（ウ）執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　執行役の職務に係る重要事項を効率的かつ十分な検討の下に決定するため、「経営会議規則」に基づき

執行役全員により構成される経営会議を設けるとともに、各執行役の分掌及び個別の業務執行方法等を会

社規則で定めている。また、事業目標の明確化とその達成を図るため、全社及び事業部門の中長期計画、予

算及び業績管理を定期的に実施している。なお、監査室及び関係部門は、執行役の職務の執行が効率的に行

われているかを検証するため、内部監査を行う。

（エ）執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　執行役及び使用人が法令及び定款に適合する行動をとるための規範として「新神戸電機企業行動基準」

を制定している。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による経営活動への関与やこ

れによる被害を防止するため、反社会的勢力との直接又は間接の取引を行わないことはもとより、接触や

要求についてもこれを拒否することを基本方針としている。なお、これらの徹底を図るため、法令遵守に関

する社内規則や各種業務規程を整備するとともに、コンプライアンスに係る専任部門を設置するなどし

て、反社会的勢力の排除のための仕組みを構築している。また、コンプライアンス、企業倫理上の問題に関

する内部通報制度を設けるとともに、監査室による内部監査を行い、その結果を定期的に監査委員会に報

告する。
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（オ）当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　下記の事項を実施し、業務の適正を確保する。

・グループ連結経営の基本方針の制定

・子会社への取締役及び監査役の派遣

・親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その他の施策の

実施に際しての取締役会決議の取得

・重要な業務に関する規則の制定及びその遵守のための教育の実施

・中長期計画及び予算の作成、達成状況及び業績の親会社への伝達並びにこれらの事項に関する子会社

からの報告の受領

・親会社、当社及び子会社間における内部統制システムの整備、運用及びその有効性の評価結果の外部

への開示

・親会社の監査部門による監査の定期的な受査並びに当社監査委員会、監査室及び関係部門による当社

及び子会社の定期的な監査

・子会社の経営指導を担当する部門の設置

・内部通報制度の整備及び運用

③　内部監査及び監査委員会監査、会計監査の状況

ⅰ．当社は、内部監査組織として監査室を設置し、３名のスタッフを置いている。監査委員会は、監査委員３名及

びそのスタッフとして管理職１名を置いている。なお、監査委員会の独立性を確保するため、監査委員会スタッ

フは、執行役から独立した専従者としている。

ⅱ．監査室は、監査委員会と連携の下、内部監査を実施している。具体的には、監査計画について監査室と監査委

員会が事前に協議するとともに、監査結果については、監査室が監査委員会に定期的に報告を行っているほか、

監査委員会の必要に応じ、監査室に対し報告を求めている。また、監査委員会が必要に応じ会計監査人の意見を

求めることにより会計監査の状況の把握に努めている。

ⅲ．当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりである。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 補助者の構成

指定有限責任社員　業務執行社員　青栁 好一

指定有限責任社員　業務執行社員　辻　 幸一
新日本有限責任監査法人

公認会計士　 ５名

その他　　　 ６名

 　（注）　和田榮一氏は、当第３四半期連結会計期間まで指定有限責任社員・業務執行社員であった。

 

④　社外取締役との関係

　当社の社外取締役である、角田和好、花枝昇一、内村俊一郎の３氏は、当社の親会社である日立化成工業（株）の

執行役である。当社は、日立化成工業（株）との間において、研究開発、人材の交流、企業情報の共有等全ての分野

において良好な関係を維持しているほか、同社が製造する合成樹脂製品を仕入れている。

⑤　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当事業年度において、取締役会は13回開催され、取締役の出席率は96％であった。また、指名委員会は２回、監査

委員会は13回、報酬委員会は５回それぞれ開催された。指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任に関する

議案の内容を決定し、監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査を行い、報酬委員会は、取締役及び執

行役の報酬内容決定の方針並びにそれに基づく個人別の報酬内容を決定した。
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(3）リスク管理体制の整備の状況

ⅰ．当社及び当社グループ会社のリスク管理体制は次のとおりである。

ⅱ．当社は、全てのリスクを対象として、全役員・従業員のリスクの発生防止義務、有事に設置するリスク対策本部

のメンバー及び活動内容並びにリスク発生時の連絡基準等を定め、リスク発生の事態に備える一方、リスク管理

体制の状況を確認する目的で、当社の各事業所及びグループ会社に対し、ＣＳＲ・コーポレート本部並びに監査

室が関連部門とともに定期監査を行い、リスク発生の未然防止と発生した場合の対策について広範囲の監査を

行っている。また、各部門に自己監査の実施も義務付けている。

ⅲ．当社はＣＳＲ・コーポレート本部の下部組織として、ＣＳＲ、輸出管理及び法務・ＩＲの各グループを設置し

ており、当社及びグループ会社のリスク管理を行っている。このほか、各部門・グループ会社にリスク対策責任者

を置き、その責任者が当社上記部署と連携してリスク対策に当たっている。

(4）役員報酬の内容

ⅰ．当社の役員に対する報酬の内容は次のとおりである。

区分 人数 報酬等の額

取締役

（うち社外取締役）

8名

（4名）

36百万円

（９百万円）

執行役 13名 424百万円

合計 21名 461百万円

　（注）１．報酬等の額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示している。

２．執行役兼務取締役の報酬等の額は、取締役及び執行役それぞれの報酬等の額に区分して表示してい

る。

３．報酬等の額には、平成21年６月に支給した期末手当（取締役）及び業績連動報酬（執行役）85百万

円を含めている。

４．上表には、平成20年６月25日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名

に対し、当事業年度中に支払った報酬の額（０百万円）を含んでいる。

５．上表に記載の金額以外に、平成21年３月26日開催の報酬委員会において、同年３月31日付をもって

退任する執行役１名に対し、退任慰労金（20百万円）を支払うことを決議した。

 

(5）取締役及び執行役の責任免除

　当社は、「会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって会社法第423条第１項の規定による取締役

(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる」旨及び「会社法第426条第１項

の規定により、取締役会の決議をもって会社法第423条第１項の規定による執行役（執行役であった者を含む。）の

責任を法令の限度において免除することができる」旨定款に定めている。これは、取締役及び執行役が職務を遂行

するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とする。
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(6）責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の規定による責任

を限定する契約を締結している。当該契約に基づく責任の限度額は、700万円又は会社法第425条第１項に定める最

低責任限度額のいずれか高い額としている。

(7）剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等を「会社法第459条第１項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める」旨定款に定めている。これは、剰余金の配当等を取締

役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とする。

(8）取締役の定数

　「取締役は、12名以内とする」旨定款に定めている。

(9）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う」旨及び「累積投票によらない」旨定款に定めている。

(10）株主総会の特別決議要件

　当社は、「会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行う」旨定款に定めている。こ

れは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社  －  －  29  －

連結子会社  －  －  －  －

計  －  －  29  －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はない。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はない。

 

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査時間等に基づき決定している。
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第５【経理の状況】

連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成してい

る。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。

監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31

日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表については、新日

本監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結財務諸表及び当

事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表については、新日本有限責任監査法人により監査

を受けている。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名称

変更している。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,146 1,416

受取手形 1,377 1,097

売掛金 16,813 11,224

たな卸資産 7,399 ※3
 6,216

繰延税金資産 1,308 1,187

その他 602 411

貸倒引当金 △38 △31

流動資産合計 28,608 21,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,832 12,009

減価償却累計額 △7,969 △8,218

建物及び構築物（純額） ※2
 3,863

※2
 3,791

機械装置及び運搬具 36,753 37,416

減価償却累計額 △28,705 △29,931

機械装置及び運搬具（純額） ※2
 8,047

※2
 7,485

工具、器具及び備品 11,092 11,766

減価償却累計額 △9,788 △10,351

工具、器具及び備品（純額） ※2
 1,303

※2
 1,414

土地 ※2
 2,013

※2
 2,013

リース資産 － 10

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 8

建設仮勘定 54 106

有形固定資産合計 15,282 14,819

無形固定資産

施設利用権 31 31

その他 162 136

無形固定資産合計 193 167

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 4,965

※1
 2,668

繰延税金資産 2,939 3,000

長期前払費用 17 3

その他 878 891

貸倒引当金 △229 △204

投資その他の資産合計 8,570 6,358

固定資産合計 24,047 21,345

資産合計 52,655 42,868
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,274 3,640

短期借入金 7,966 4,441

未払金 2,049 1,763

未払費用 2,870 2,545

未払法人税等 1,957 638

その他 1,170 1,178

流動負債合計 23,288 14,208

固定負債

長期借入金 ※2
 1,900

※2
 1,900

退職給付引当金 4,473 4,435

役員退職慰労引当金 369 347

その他 787 578

固定負債合計 7,531 7,261

負債合計 30,819 21,469

純資産の部

株主資本

資本金 2,546 2,546

資本剰余金 3,007 3,007

利益剰余金 15,786 16,389

自己株式 △64 △82

株主資本合計 21,277 21,862

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 408 40

繰延ヘッジ損益 △13 41

為替換算調整勘定 △213 △545

評価・換算差額等合計 181 △463

少数株主持分 377 0

純資産合計 21,836 21,398

負債純資産合計 52,655 42,868
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 78,067 70,926

売上原価 ※1
 61,806

※1
 55,116

売上総利益 16,260 15,810

販売費及び一般管理費

販売手数料 63 57

荷造運搬費 3,205 3,014

給料 2,066 2,132

退職給付費用 261 259

役員退職慰労引当金繰入額 121 17

従業員賞与 836 794

減価償却費 104 77

地代家賃 549 548

研究開発費 ※1
 640

※1
 861

その他 2,691 2,893

販売費及び一般管理費合計 10,540 10,656

営業利益 5,720 5,153

営業外収益

受取利息 11 8

受取配当金 48 53

不動産賃貸料 65 －

受取ロイヤリティー 70 75

受取保険金 112 171

作業くず売却益 － 84

その他 293 264

営業外収益合計 602 658

営業外費用

支払利息 187 168

固定資産処分損 212 －

たな卸資産除却損 83 47

為替差損 － 314

ゴルフ会員権評価損 0 75

支払リベート 119 －

持分法による投資損失 209 1,448

その他 319 700

営業外費用合計 1,133 2,755

経常利益 5,189 3,056
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

特別利益

確定拠出年金移行差益 17 －

土地売却益 74 －

持分変動利益 220 48

特別利益合計 312 48

特別損失

特別損失合計 － －

税金等調整前当期純利益 5,502 3,104

法人税、住民税及び事業税 2,387 1,689

法人税等調整額 140 267

法人税等合計 2,527 1,957

少数株主利益又は少数株主損失（△） 43 △14

当期純利益 2,931 1,162
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,546 2,546

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,546 2,546

資本剰余金

前期末残高 3,007 3,007

当期変動額

自己株式の処分 △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 3,007 3,007

利益剰余金

前期末残高 13,362 15,786

当期変動額

剰余金の配当 △508 △558

当期純利益 2,931 1,162

当期変動額合計 2,423 603

当期末残高 15,786 16,389

自己株式

前期末残高 △54 △64

当期変動額

自己株式の取得 △10 △21

自己株式の処分 0 2

当期変動額合計 △9 △18

当期末残高 △64 △82

株主資本合計

前期末残高 18,863 21,277

当期変動額

剰余金の配当 △508 △558

当期純利益 2,931 1,162

自己株式の取得 △10 △21

自己株式の処分 0 2

当期変動額合計 2,414 584

当期末残高 21,277 21,862
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 977 408

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△568 △367

当期変動額合計 △568 △367

当期末残高 408 40

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △1 △13

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△11 54

当期変動額合計 △11 54

当期末残高 △13 41

為替換算調整勘定

前期末残高 △138 △213

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△74 △332

当期変動額合計 △74 △332

当期末残高 △213 △545

評価・換算差額等合計

前期末残高 837 181

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△655 △644

当期変動額合計 △655 △644

当期末残高 181 △463

少数株主持分

前期末残高 340 377

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37 △377

当期変動額合計 37 △377

当期末残高 377 0

純資産合計

前期末残高 20,040 21,836

当期変動額

剰余金の配当 △508 △558

当期純利益 2,931 1,162

自己株式の取得 △10 △21

自己株式の処分 0 2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △618 △1,022

当期変動額合計 1,795 △437

当期末残高 21,836 21,398
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 5,502 3,104

減価償却費 2,996 4,038

有形及び無形固定資産除却損 212 143

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 △32

受取利息及び受取配当金 △60 △62

支払利息 187 168

持分法による投資損益（△は益） 29 1,450

有形固定資産売却益 △74 －

有形固定資産売却損 1 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 3

売上債権の増減額（△は増加） △2,759 5,794

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,170 1,072

仕入債務の増減額（△は減少） 849 △3,586

未払金の増減額（△は減少） 396 25

未払費用の増減額（△は減少） 391 △306

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,551 △38

未収入金の増減額（△は増加） 12 140

その他 1,098 70

小計 6,068 11,987

利息及び配当金の受取額 60 62

利息の支払額 △187 △169

法人税等の支払額 △1,959 △2,998

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,981 8,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,003 △4,155

有形固定資産の売却による収入 76 10

投資有価証券の取得による支出 △1,206 △294

無形固定資産の取得による支出 △30 △49

投資その他の資産の取得による支出 △20 －

投資その他の資産の売却による収入 1 －

その他 － △180

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,182 △4,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 768 △3,306

長期借入金の返済による支出 △96 －

自己株式の取得による支出 △10 △21

自己株式の売却による収入 0 2

配当金の支払額 △508 △558

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 154 △3,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38 270

現金及び現金同等物の期首残高 1,184 1,146

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 1,146

※1
 1,416
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社　４社

　日立バッテリー販売サービス㈱

　新神戸プラテックス㈱

　新神戸テクノサービス㈱

　日立蓄電池（東莞）有限公司

(1）　　　　　　同左

 (2）非連結子会社はない。 (2）　　　　　　同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用関連会社　２社

　台湾神戸電池（股）

　日立ビークルエナジー㈱

(1）　　　　　　同左

 (2）持分法非適用非連結子会社はない。 (2）　　　　　　同左

 (3）持分法を適用していない関連会社

（ピーエス・プロキュアメント㈱）は、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

して重要性がないため持分法の適用範囲

から除外している。

(3）　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、日立蓄電池（東莞）有

限公司の決算日は、12月31日である。連結財

務諸表の作成に当たっては、同決算日現在

の財務諸表を使用している。ただし１月１

日から連結決算日３月31日までの期間に発

生した重要な取引については、連結上必要

な調整を行っている。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

①　有価証券

同左

 時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

 

 ②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

同左

 ③　たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

　主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法により算定）に

よっている。

③　たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用している。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）につい

ては、定額法を採用している。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

る。

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用している。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）につい

ては、定額法を採用している。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

る。

 機械装置　　　　　　　６～12年 機械装置　　　　　　　６～８年

 （会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更している。

　これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ107百万

円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載している。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産

について、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上している。

　これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ258百万

円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載している。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、従来、機械

装置の耐用年数は主として６～12年で

あったが、当連結会計年度より主として

６～８年となった。

　この変更は、法人税法の改正を契機とし

て、一部の有形固定資産につき経済的使

用可能予測期間の見直しを行ったことに

よるものである。

　これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ499百

万円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載している。

 ②　無形固定資産

　定額法を採用している。

　なお、ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における利用可能期間に基づ

く定額法を採用している。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ────── ③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用している。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理

によっている。 
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準①　貸倒引当金

　貸倒損失に備えるため、主として、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上している。

①　貸倒引当金

同左

 ②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上している。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理してい

る。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することにしてい

る。

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上している。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理してい

る。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することにしてい

る。

 （追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、

平成19年４月に退職一時金制度の一部に

ついて確定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）を

適用している。

　本移行に伴う影響額は特別利益として

17百万円計上されている。

（会計方針の変更）

　「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正（その３）」（企業会計基準第19号

　平成20年７月31日）が平成21年３月31

日以前に開始する連結会計年度に係る連

結財務諸表から適用できることになった

ことに伴い、当連結会計年度から同会計

基準を適用している。

　数理計算上の差異を翌連結会計年度か

ら償却するため、これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響はない。

　また、本会計基準適用に伴い発生する退

職給付債務の差額の未処理残高は413百

万円である。 

 ③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上している。

③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上している。

  （追加情報）

　当社は平成20年４月１日付をもって役

員の退職慰労金制度を廃止したため、同

日以前に就任している役員に対する平成

20年３月31日における要支給額を計上

し、同日以降の引当金計上を行っていな

い。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理している。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上している。

同左

(5）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。

──────

(6）重要なヘッジ会計の方法①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用している。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約及びコモディ

ティスワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象…買掛金及び原材料  

 ③　ヘッジ方針

　為替リスク及び原材料の価格変動リス

クをヘッジする目的に限定している。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較し、両者の変動

額の比率分析で判定している。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ている。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用している。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、

発生日以後５年間で均等償却している。な

お、重要性のないものについては発生時に

一時償却している。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっている。

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益に与える影響は軽微である。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

　当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正

を行っている。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益に与える影響はない。

EDINET提出書類

新神戸電機株式会社(E01895)

有価証券報告書

47/98



【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（連結損益計算書）

１．「受取保険金」は、前連結会計年度は営業外収益の

「雑収入」に含めて表示していたが、金額的重要性が増

したため区分掲記している。

　なお、前連結会計年度の「雑収入」に含まれている「受

取保険金」は27百万円である。

２．「支払リベート」は、前連結会計年度は営業外費用の

「雑支出」に含めて表示していたが、金額的重要性が増

したため区分掲記している。

　なお、前連結会計年度の「雑支出」に含まれている「支

払リベート」は106百万円である。

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで区分掲記していた「不動産賃貸

料」（当連結会計年度・64百万円）は、営業外収益の総

額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」に含めて表示している。

２． 前連結会計年度まで区分掲記していた「固定資産処

分損」（当連結会計年度・143百万円）は、営業外費用の

総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示している。

３．前連結会計年度まで区分掲記していた「支払リベー

ト」（当連結会計年度・106百万円）は、営業外費用の総

額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示している。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ

・フローの「有形固定資産売却益」「有形固定資産売却

損」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当連結会計年度より「有形固定資産売却損益（△

は益）」に含めて表示している。

　なお、当連結会計年度の「有形固定資産売却損益（△は

益）」に含まれている「有形固定資産売却益」「有形固

定資産売却損」はそれぞれ△１百万円、５百万円である。

２．前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ

・フローの「投資その他の資産の取得による支出」「投

資その他の資産の売却による収入」として掲記されてい

たものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財

務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度よ

り「その他」に含めて表示している。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「投

資その他の資産の取得による支出」「投資その他の資産

の売却による収入」はそれぞれ△４百万円、６百万円で

ある。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　関連会社に関する項目

　関連会社に対する主な資産は、次のとおりである。

※１　関連会社に関する項目

　関連会社に対する主な資産は、次のとおりである。

投資有価証券      3,150百万円 投資有価証券           1,555百万円

※２　下記の資産は、長期借入金の担保に供している。 ※２　下記の資産は、長期借入金の担保に供している。

財団担保に供している有形固定資産 財団担保に供している有形固定資産

建物　　(帳簿価額)      1,592百万円

機械装置(　 〃 　)      3,779百万円

その他　(　 〃 　)    863百万円

計      6,235百万円

建物及び構築物(帳簿価額) 1,573百万円

機械装置　　　(　 〃 　) 3,436百万円

その他　　　　(　 〃 　) 840百万円

計 5,850百万円

上記の担保資産に対応する債務 上記の担保資産に対応する債務

長期借入金      500百万円 長期借入金         500百万円

　　　　　　　　　　──────

 

 

 

※３　たな卸資産の内訳は、次のとおりである。

製品           2,965百万円

 仕掛品

 原材料

           1,634百万円

1,616百万円

なお、前連結会計年度末のたな卸資産の内訳は、次の

とおりである。 

製品           2,916百万円

 仕掛品

 原材料

           2,031百万円

2,450百万円

 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  1,490百万円  1,819百万円

EDINET提出書類

新神戸電機株式会社(E01895)

有価証券報告書

49/98



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 50,935 － － 50,935

合計 50,935 － － 50,935

自己株式     

普通株式（注） 114 18 0 132

合計 114 18 0 132

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加18千株は、単元未満株式の買取による増加である。

　　　　　普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡による減少である。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

取締役会
普通株式 254 5 平成19年３月31日平成19年５月28日

平成19年10月25日

取締役会
普通株式 254 5 平成19年９月30日平成19年12月３日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月28日

取締役会
普通株式 254 利益剰余金 5 平成20年３月31日平成20年５月30日
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 50,935 － － 50,935

合計 50,935 － － 50,935

自己株式     

普通株式（注） 132 26 5 153

合計 132 26 5 153

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加26千株は、単元未満株式の買取による増加である。

　　　　　普通株式の自己株式の株式数の減少5千株は、単元未満株式の売渡による減少である。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月28日

取締役会
普通株式 254 5 平成20年３月31日平成20年５月30日

平成20年10月28日

取締役会
普通株式 304 6 平成20年９月30日平成20年11月28日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月28日

取締役会
普通株式 304 利益剰余金 6 平成21年３月31日平成21年６月１日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定      1,146百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資
－

現金及び現金同等物      1,146百万円

 

現金及び預金勘定     1,416百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資
－

現金及び現金同等物      1,416百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累計額
相当額（百万
円）

期末残高
相当額
（百万円）

工具器具備品 415 183 231
その他 337 227 110

合計 753 410 342

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内    144百万円

１年超    202百万円

合計    347百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料    194百万円

減価償却費相当額    187百万円

支払利息相当額  5百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっている。

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  0百万円

１年超 －

合計  0百万円

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産 

　主として、車輌及び電子計算機（「機械装置及び運搬

具」、「工具、器具及び備品」）である。

②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項　(2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。 

 

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりである。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累計額
相当額（百万
円）

期末残高
相当額
（百万円）

工具器具備品 378 230 148
その他 110 57 53

合計 489 287 201

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内       105百万円

１年超       99百万円

合計       205百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料       149百万円

減価償却費相当額       142百万円

支払利息相当額   4百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっている。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1）株式 600 1,401 801 206 387 181

(2）債券       
①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 600 1,401 801 206 387 181

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1）株式 527 407 △120 781 668 △113

(2）債券       
①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 527 407 △120 781 668 △113

合計 1,128 1,809 680 988 1,056 67

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

－ － － 0 0 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度

（平成20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）
連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

非上場株式 6 56
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項  
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(1）取引の内容

　為替予約取引、コモディティスワップ取引及び金利オプ

ション取引

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　為替予約取引及びコモディティスワップ取引は、為替変

動リスク及び原材料の価格変動リスクを回避する目的で

デリバティブ取引を行っている。

　また、金利オプション取引は、金利変動リスクを低減す

る目的でデリバティブ取引を行っている。

　資金運用や投機目的としては行わない。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　将来の為替変動、原材料の価格変動及び金利変動を一定

の範囲に限定する目的で利用している。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

いる。

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用している。

ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…為替予約及びコモディティスワップ

　ヘッジ対象…買掛金及び原材料

ヘッジ方針

　為替リスク及び原材料の価格変動リスクをヘッジする

目的に限定している。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者

の変動額の比率分析で判定している。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は為替相場の変動によるリスク、コモディ

ティスワップ取引は現物商品相場の変動によるリスク、

金利オプション取引は市場金利の変動によるリスクを

負っている。

　また、取引相手先の金融機関は、優良な金融機関であり、

契約不履行に係る信用リスクは無いと判断している。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は社内ルールに従い、財務部門のみが

行い、担当役員の決裁を経て行っている。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、当該

金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すも

のではない。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

(1）通貨及び商品関連

　該当事項はない。

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。

(2）金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取
引以外
の取引

金利オプション取引         

売建 400 400 △5 △5 400 400 △5 △5

合計 400 400 △5 △5 400 400 △5 △5
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前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

（注）時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定

している。

（注）時価の算定方法

同左

EDINET提出書類

新神戸電機株式会社(E01895)

有価証券報告書

56/98



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度又は退職一時金制度を設けている。ま

た、当社及び一部の連結子会社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けている。なお、従業員の退職

等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合が

ある。また、確定給付企業年金に対して、当社において退職給付信託を設定している。

 

２．退職給付債務に関する事項

 前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △9,155 △9,357

(2）年金資産（百万円） 3,725 2,769

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △5,429 △6,587

(4）未認識過去勤務債務（百万円） 698 621

(5）未認識数理計算上の差異（百万円） 257 1,530

(6）連結貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)＋(5)（百万円）
△4,473 △4,435

(7）前払年金費用（百万円） － －

(8）退職給付引当金(6)－(7)（百万円） △4,473 △4,435
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前連結会計年度

（平成20年３月31日）

当連結会計年度

（平成21年３月31日）

（注）１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用している。

（注）１．　　　　　　 同左

　　　２．退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移

行に伴う影響額は次のとおりである。

──────

退職給付債務の減少      1,731百万円

未認識過去勤務債務      18百万円

未認識数理計算上の差異      △185百万円

退職給付引当金の減少      1,565百万円

 

　　　　　また、確定拠出年金制度への資産移管額は1,547百万

円であり、４年間で移管する予定である。なお、当

連結会計年度末時点の未移管額1,099百万円は、

未払金、長期未払金（固定負債の「その他」）に

計上している。

　　　　

３．退職給付費用に関する事項

 前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(1）勤務費用　（注）１（百万円） 496 439

(2）利息費用（百万円） 175 206

(3）期待運用収益（百万円） △59 △52

(4）過去勤務債務の費用処理額（百万円） 77 77

(5）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
73 123

(6）その他　（注）２（百万円） 100 103

(7）退職給付費用(1)～(6)計

（百万円）
863 898

(8）確定拠出年金制度移行に伴う利益

（百万円）
△17 －

(9）合計(7)＋(8)（百万円） 846 898

前連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、(1）勤務費用に計上している。

（注）１．　　　　　　 同左

　　　２．「(6）その他」は、確定拠出への拠出額である。 　　　２．　　　　　　 同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

割引率 2.5％ 2.0％

期待運用収益率 2.0％ 同左

過去勤務債務の額の処理年数 10年 同左

数理計算上の差異の処理年数 10年 同左
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産   

未払賞与 609百万円

未払事業税 148 

貸倒引当金 13 

退職給付引当金 1,778 

確定拠出年金未払計上否認 440 

役員退職慰労引当金 147 

未実現固定資産売却益 793 

ゴルフ会員権評価損 205 

その他 559 

繰延税金資産小計 4,697 

評価性引当額 △145 

繰延税金資産計 4,551 

繰延税金負債   

特別償却準備金 △2 

固定資産圧縮積立金 △6 

固定資産圧縮特別勘定積立金 △23 

その他有価証券評価差額金 △271 

繰延税金負債計 △304 

繰延税金資産の純額 4,247 

繰延税金資産   

未払賞与 563百万円

未払事業税 54 

貸倒引当金 80 

退職給付引当金 1,764 

確定拠出年金未払計上否認 270 

役員退職慰労引当金 139 

未実現固定資産売却益 793 

ゴルフ会員権評価損 145 

繰越欠損金 282 

その他 504 

繰延税金資産小計 4,596 

評価性引当額 △343 

繰延税金資産計 4,253 

繰延税金負債   

特別償却準備金 △0 

固定資産圧縮積立金 △6 

その他有価証券評価差額金 △32 

繰延ヘッジ損益 △27 

繰延税金負債計 △65 

繰延税金資産の純額 4,187 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.8％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目
2.3
 

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△0.5

 

住民税均等割 0.6 

研究費税額控除 △2.0 

持分法による投資損失 1.5 

評価性引当額 2.6 

その他 1.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9 

 

法定実効税率 39.8％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目
4.0
 

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△1.0

 

住民税均等割 1.0 

研究費税額控除 △4.4 

持分法による投資損失 18.6  

評価性引当額 3.0 

その他 2.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.0 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

項目
電池・電気機
器製品
（百万円）

合成樹脂製品
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 54,188 23,879 78,067 － 78,067

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － (－) －

計 54,188 23,879 78,067 (－) 78,067

営業費用 50,950 21,413 72,363 (16) 72,346

営業利益 3,238 2,466 5,704 16 5,720

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 34,025 14,730 48,755 3,900 52,655

減価償却費 1,498 1,382 2,881 80 2,961

資本的支出 1,705 1,481 3,186 18 3,204

　（注）１．事業区分の方法…製品の機能別種類により区分している。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電池・電気

機器製品

鉛蓄電池（自動車用、電動車用、産業用）、小形制御弁式（シール）鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、ニッケル

カドミウム蓄電池、マンガン系リチウムイオン蓄電池、電力貯蔵用蓄電池・システム、電源システム機器

（直流電源装置、無停電電源装置）、充電器、バッテリー乗用ゴルフカート（電磁誘導式、マニュアル

式）、エンジン乗用ゴルフカート、電磁誘導式ゴルフカート、電動ゴルフカート

合成樹脂製

品

電気絶縁用積層板、プリント配線板用銅張積層板、多層プリント配線板用内層回路入り銅張積層板（シー

ルド板）、高耐熱多層材料、熱硬化性成形品、熱可塑性成形品、単層押出シート、多層押出シート

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,900百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産である。

４．会計方針の変更等

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）に記載の通り、当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。これにより営業費用は電池・電気機器製品が43百万円、合

成樹脂製品が64百万円増加し、営業利益が同額減少している。

５．追加情報

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）に記載の通り、当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上してい

る。これにより営業費用は電池・電気機器製品が138百万円、合成樹脂製品が120百万円増加し、営業利益が同額

減少している。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

項目
電池・電気機
器製品
（百万円）

合成樹脂製品
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 52,298 18,628 70,926 － 70,926

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － (－) －

計 52,298 18,628 70,926 (－) 70,926

営業費用 47,117 18,671 65,789 (16) 65,772

営業利益又は営業損失(△) 5,180 △43 5,137 16 5,153

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 25,731 13,108 38,839 4,029 42,868

減価償却費 2,182 1,785 3,968 53 4,021

資本的支出 1,866 2,007 3,874 33 3,908

　（注）１．事業区分の方法…製品の機能別種類により区分している。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電池・電気

機器製品

鉛蓄電池（自動車用、二輪車用、フォークリフト用、産業用、電力貯蔵用、小形制御弁式）、リチウムイオン

電池（産業用）、ニッケルカドミウム蓄電池、アルカリ蓄電池（ポケット式、焼結式）、充電器、電源シス

テム機器（直流電源装置、無停電電源装置、電力貯蔵用電源装置）、カートシステム（バッテリー式乗用

ゴルフカート、エンジン式乗用ゴルフカート、電動ゴルフカート、バッグ搬送車）

合成樹脂製

品

熱硬化性樹脂成形品、熱可塑性樹脂成形品、複合電装成形品、単層押出シート、多層押出シート、加飾シー

ト、電気絶縁用積層板、プリント配線板用銅張積層板、多層プリント配線板用内層回路入り銅張積層板

（シールド板）、高耐熱多層材料、高熱伝導材料

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,029百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産である。

４．追加情報

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）に記載の通り、当社及び国内連結子会社は、従

来、機械装置の耐用年数は主として６～12年であったが、当連結会計年度より主として６～８年となった。

　これにより営業費用は電池・電気機器製品が497百万円、合成樹脂製品が２百万円増加し、営業利益が同額減

少している。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至

　平成21年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至

　平成21年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略している。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

兄弟会社等

属性 会社名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社の子

会社

日立化成

ビジネス

サービス

㈱

東京都

千代田区
140

情報シス

テムの開

発、運用

及び事務

機器の

リース等

－
兼任

１名

資金の

運用調

達

当社手形債権

の譲渡
5,927－ －

資金貸借取引 －
短期借入

金
1,900

親会社の子

会社

日立ア

セット

ファン

ディング

㈲

東京都

港区
3

売掛債

権、貸付

債権その

他指名金

銭債権の

買取

－ なし

売掛債

権の譲

渡

当社売掛債権

の譲渡
5,750－ －

　（注）　取引金額については消費税等を含んで表示している。

　取引条件ないし取引条件の決定方針等 

　　借入金利や貸付金利については、市場金利を勘案して金利を決定している。 
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（追加情報）

　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用し

ている。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はない。

１．関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社

等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

同一の親
会社を持
つ会社

日立化成ビ
ジネスサー
ビス㈱

東京都
千代田区

140

情報システ
ムの開発、運
用及び事務
機器のリー
ス等

－
資金の運用
調達
役員の兼任

当社手形債
権の譲渡

6,039－ －

借入金の返
済（純額）

 1,900
短期借
入金  

 －

同一の親
会社を持
つ会社

日立アセッ
トファン
ディング㈲

東京都
港区 

 3

売掛債権、貸
付債権その
他指名金銭
債権の買取 

－
売掛債権の
譲渡 

当社売掛債
権の譲渡

 3,217－  －

　（注）　取引金額については消費税等を含んで表示している。

　当連結会計年度より資金貸借取引の取引金額については純額で表示している。 

　取引条件ないし取引条件の決定方針等

　　借入金利や貸付金利については、市場金利を勘案して金利を決定している。 

　　債権譲渡取引については、基本契約書を締結し、債権の譲渡を行っている。 

　

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

㈱日立製作所（東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部、名古屋証券取引所市場第一部、福岡証

券取引所、札幌証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

日立化成工業㈱（東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場）

(2）重要な関連会社の要約財務情報

　当連結会計年度において、重要な関連会社は日立ビークルエナジー㈱及び台湾神戸電池(股)であり、その要約財務

諸表は以下のとおりである。

 日立ビークルエナジー㈱ 台湾神戸電池(股)

流動資産合計 1,186百万円 11,194百万円

固定資産合計 4,467百万円 4,531百万円

流動負債合計 4,886百万円 8,162百万円

固定負債合計 0百万円 2,049百万円

純資産合計 766百万円 5,514百万円

売上高 1,750百万円 27,296百万円

税引前当期純利益金額 △4,568百万円 △1,348百万円

当期純利益金額 △4,575百万円 △1,092百万円
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額    422円39銭

１株当たり当期純利益金額   57円71銭

１株当たり純資産額    421円39銭

１株当たり当期純利益金額   22円88銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 21,836 21,398

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
377 0

（うち少数株主持分） (377) (0)

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
21,458 21,398

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株）
50,803,187 50,781,536

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益（百万円） 2,931 1,162

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,931 1,162

期中平均株式数（株） 50,808,906 50,788,619

 

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　　　　該当事項はない。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 7,966 4,441 1.68 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 － 2 2.58 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,900 1,900 1.77
平成23年12月～

26年２月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － 5 2.58平成24年５月

その他有利子負債 － － － －

計 9,866 6,349 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 － 1,400 － 500

リース債務 2 2 0 －

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 

第１四半期

自平成20年４月１日

至平成20年６月30日

第２四半期

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

第３四半期

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

第４四半期

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

売上高（百万円） 18,043 19,341  18,547 14,993 

税金等調整前四半期純利益

金額又は税金等調整前四半

期純損失金額（△）（百万

円）

 973  1,610 965 △444 

四半期純利益金額又は四半

期純損失金額（△）（百万

円）

338 971 446 △594 

１株当たり四半期純利益金

額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）（円）

6.67 19.13 8.79 △11.70 
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 721 1,059

受取手形 1,021 713

売掛金 ※2
 15,555

※2
 10,854

製品 1,897 －

半製品 663 －

原材料 1,654 －

仕掛品 1,342 －

たな卸資産 － ※4
 4,809

前渡金 － 5

前払費用 － 0

繰延税金資産 1,087 1,001

短期貸付金 ※2
 1,370

※2
 2,136

未収入金 540 455

その他 24 81

貸倒引当金 △36 △202

流動資産合計 25,843 20,915

固定資産

有形固定資産

建物 8,187 8,249

減価償却累計額 △5,914 △6,045

建物（純額） ※1
 2,272

※1
 2,204

構築物 1,428 1,517

減価償却累計額 △1,072 △1,121

構築物（純額） ※1
 355

※1
 395

機械及び装置 31,177 31,469

減価償却累計額 △25,396 △26,204

機械及び装置（純額） ※1
 5,780

※1
 5,265

車両運搬具 52 52

減価償却累計額 △47 △48

車両運搬具（純額） 4 3

工具、器具及び備品 8,975 9,371

減価償却累計額 △8,119 △8,351

工具、器具及び備品（純額） ※1
 856

※1
 1,020

土地 ※1
 1,061

※1
 1,061

リース資産 － 10

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 8

建設仮勘定 46 74

有形固定資産合計 10,377 10,034

無形固定資産

ソフトウエア 95 72

施設利用権 23 23

その他 － 6

無形固定資産合計 118 102
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,745 1,066

関係会社株式 3,248 3,670

出資金 4 4

関係会社出資金 1,245 1,247

破産更生債権等 2 71

長期前払費用 1 1

繰延税金資産 2,231 2,683

敷金及び保証金 170 199

その他 558 497

貸倒引当金 △200 △174

投資損失引当金 △1,117 △3,460

投資その他の資産合計 7,891 5,806

固定資産合計 18,388 15,943

資産合計 44,231 36,859

負債の部

流動負債

買掛金 ※2
 7,127

※2
 3,642

短期借入金 ※2
 6,138

※2
 4,532

リース債務 － 2

未払金 ※2
 1,215

※2
 1,188

設備関係未払金 769 461

未払費用 2,301 2,016

未払法人税等 1,515 553

前受金 25 17

預り金 61 981

預り保証金 917 －

株主、役員又は従業員からの預り金 4 3

その他 96 118

流動負債合計 20,172 13,519

固定負債

長期借入金 ※1
 1,900

※1
 1,900

リース債務 － 5

退職給付引当金 3,734 3,656

役員退職慰労引当金 312 291

その他 783 390

固定負債合計 6,730 6,243

負債合計 26,903 19,763
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,546 2,546

資本剰余金

資本準備金 3,007 3,007

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 3,007 3,007

利益剰余金

利益準備金 636 636

その他利益剰余金

特別償却準備金 3 0

固定資産圧縮積立金 10 9

固定資産圧縮特別勘定積立金 36 －

別途積立金 4,073 4,073

繰越利益剰余金 6,689 6,814

利益剰余金合計 11,448 11,533

自己株式 △64 △82

株主資本合計 16,939 17,005

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 402 48

繰延ヘッジ損益 △13 41

評価・換算差額等合計 389 89

純資産合計 17,328 17,095

負債純資産合計 44,231 36,859
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 72,646 65,758

売上原価

製品期首たな卸高 1,640 1,897

当期製品製造原価 ※2, ※3
 59,651

※2, ※3
 52,338

合計 61,291 54,235

他勘定振替高 ※1
 23

※1
 18

製品期末たな卸高 1,897 2,046

製品売上原価 59,371 52,170

売上総利益 13,274 13,588

販売費及び一般管理費

販売手数料 70 59

荷造運搬費 2,931 2,784

役員報酬 － 465

給料 1,622 1,732

退職給付費用 181 183

役員退職慰労引当金繰入額 101 －

従業員賞与 666 663

減価償却費 79 53

地代家賃 484 490

研究開発費 ※3
 580

※3
 709

貸倒引当金繰入額 5 －

その他 2,149 1,944

販売費及び一般管理費合計 8,872 9,087

営業利益 4,401 4,501

営業外収益

受取利息 30 26

受取配当金 ※2
 125

※2
 139

不動産賃貸料 ※2
 174

※2
 193

ロイヤルティ収入 ※2
 70 －

受取保険金 112 165

その他 174 ※2
 292

営業外収益合計 688 817

営業外費用

支払利息 110 112

不動産賃貸費用 174 －

固定資産処分損 199 －

投資損失引当金繰入額 533 ※4
 1,095

その他 416 788

営業外費用合計 1,432 1,996

経常利益 3,657 3,322
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

特別利益

確定拠出年金移行差益 17 －

土地売却益 74 －

特別利益合計 92 －

特別損失

貸倒引当金繰入額 － 172

投資損失引当金繰入額 － ※4
 1,247

特別損失合計 － 1,419

税引前当期純利益 3,749 1,902

法人税、住民税及び事業税 1,777 1,426

法人税等調整額 △75 △167

法人税等合計 1,702 1,259

当期純利益 2,047 643
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費   45,73576.7 37,76372.6

Ⅱ　労務費   7,19112.0 6,78913.0

Ⅲ　経費        

１．減価償却費  1,728  2,476  

２．電力料  1,059  1,120  

３．その他  3,951 6,74011.3 3,879 7,47614.4

当期総製造費用   59,667100.0 52,029100.0

期首半製品・仕掛品た
な卸高

  1,876  2,006 

合計   61,543  54,035 

他勘定振替高 ※  △114  △3 

期末半製品・仕掛品た
な卸高

  2,006  1,700 

当期製品製造原価   59,651  52,338 

　（注）１．原価計算の方法は、一般品は総合原価計算により、特殊品は個別原価計算による。

材料費は標準出庫単価を使用し、製造経費は、標準経費率を使用し、また、製品完成時の入庫価格も標準単価

を使用する。

標準額と実際額との差額は、決算時に税法の規定するところにより調整を行い、たな卸資産及び売上原価に

配賦する。ただし、上記差額が総製造費用の１％未満の場合は、特に調整を行わず、全額売上原価に算入する。

２．※他勘定振替高の内訳

項目 前事業年度 当事業年度
研究開発費（百万円） △114 △3
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,546 2,546

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,546 2,546

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 3,007 3,007

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,007 3,007

その他資本剰余金

前期末残高 0 0

当期変動額

自己株式の処分 △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計

前期末残高 3,007 3,007

当期変動額

自己株式の処分 △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 3,007 3,007

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 636 636

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 636 636

その他利益剰余金

特別償却準備金

前期末残高 9 3

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △5 △3

当期変動額合計 △5 △3

当期末残高 3 0

固定資産圧縮積立金

前期末残高 10 10
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 10 9

固定資産圧縮特別勘定積立金

前期末残高 － 36

当期変動額

固定資産圧縮特別勘定積立金の積
立

36 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取
崩

－ △36

当期変動額合計 36 △36

当期末残高 36 －

別途積立金

前期末残高 4,073 4,073

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,073 4,073

繰越利益剰余金

前期末残高 5,179 6,689

当期変動額

特別償却準備金の取崩 5 3

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

固定資産圧縮特別勘定積立金の積
立

△36 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取
崩

－ 36

剰余金の配当 △508 △558

当期純利益 2,047 643

当期変動額合計 1,509 125

当期末残高 6,689 6,814

利益剰余金合計

前期末残高 9,909 11,448

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △508 △558

当期純利益 2,047 643

当期変動額合計 1,539 84

当期末残高 11,448 11,533

自己株式

前期末残高 △54 △64
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当期変動額

自己株式の取得 △10 △21

自己株式の処分 0 2

当期変動額合計 △9 △18

当期末残高 △64 △82

株主資本合計

前期末残高 15,409 16,939

当期変動額

剰余金の配当 △508 △558

当期純利益 2,047 643

自己株式の取得 △10 △21

自己株式の処分 0 2

当期変動額合計 1,529 66

当期末残高 16,939 17,005

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 941 402

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△539 △354

当期変動額合計 △539 △354

当期末残高 402 48

繰延ヘッジ損益

前期末残高 1 △13

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△15 54

当期変動額合計 △15 54

当期末残高 △13 41

評価・換算差額等合計

前期末残高 943 389

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△554 △299

当期変動額合計 △554 △299

当期末残高 389 89
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

純資産合計

前期末残高 16,353 17,328

当期変動額

剰余金の配当 △508 △558

当期純利益 2,047 643

自己株式の取得 △10 △21

自己株式の処分 0 2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △554 △299

当期変動額合計 974 △232

当期末残高 17,328 17,095
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法に基づく原価法

同左

 

 その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

 

 

 

 時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

 

 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

　主として総平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく薄価切り

下げの方法により算定）によっている。

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用している。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）につい

ては、定額法を採用している。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

る。

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用している。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）につい

ては、定額法を採用している。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

る。

 機械装置　　６～12年 機械装置　　６～８年

 （会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ている。

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ71百万円減少

している。

（追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産について、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ている。

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ236百万円減少

している。

（追加情報）

　当社は、従来、機械装置の耐用年数は主

として６～12年であったが、当事業年度

より主として６～８年となった。

　この変更は、法人税法の改正を契機とし

て、一部の有形固定資産につき経済的使

用可能予測期間の見直しを行ったことに

よるものである。

　これにより、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ494百万円減

少している。
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (2）無形固定資産

　定額法を採用している。

　なお、ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における利用可能期間に基づ

く定額法を採用している。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ────── (3）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用している。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理

によっている。 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理している。

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　貸倒損失に備えるため、主として、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上している。

(1）貸倒引当金

 同左

 (2）投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失に備え

るため、投資先の財政状態の実情を勘案

し、必要額を計上している。

 (2）投資損失引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上している。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理してい

る。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することにしている。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上している。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理してい

る。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することにしている。

 

EDINET提出書類

新神戸電機株式会社(E01895)

有価証券報告書

77/98



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 （追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、

平成19年４月に退職一時金制度の一部に

ついて確定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）を

適用している。

　本移行に伴う影響額は特別利益として

17百万円計上されている。

（会計方針の変更）

　「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正（その３）」（企業会計基準第19号

　平成20年７月31日）が平成21年３月31

日以前に開始する事業年度に係る財務諸

表から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準を適用し

ている。

　数理計算上の差異を翌事業年度から償

却するため、これによる営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響は

ない。

　また、本会計基準適用に伴い発生する退

職給付債務の差額の未処理残高は413百

万円である。 

 (4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当事業年度末要支

給額を計上している。

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当事業年度末要支

給額を計上している。

  （追加情報）

　当社は平成20年４月１日付をもって役

員の退職慰労金制度を廃止したため、同

日以前に就任している役員に対する平成

20年３月31日における要支給額を計上

し、同日以降の引当金計上を行っていな

い。

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。

──────

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用している。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約及びコモディ

ティスワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象…買掛金及び原材料  

 (3）ヘッジ方針

　為替リスク及び原材料の価格変動リス

クをヘッジする目的に限定している。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較し、両者の変動

額の比率分析で判定している。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ている。

消費税等の会計処理

同左
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【会計処理方法の変更】
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に

与える影響は軽微である。

【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（損益計算書）

　「固定資産処分損」は、前事業年度は営業外費用の「雑

支出」に含めて表示していたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記している。

　なお、前事業年度の「雑支出」に含まれている「固定資

産処分損」は83百万円である。

（貸借対照表）

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度にお

いて、「製品」「半製品」「原材料」「仕掛品」として

掲記されていたものは、当事業年度から「たな卸資産」

と一括して掲記している。

　なお、当事業年度の「たな卸資産」に含まれている「製

品」「半製品」「原材料」「仕掛品」はそれぞれ、2,046

百万円、569百万円、1,062百万円、1,131百万円である。

２．前事業年度において、「預り保証金」として掲記され

ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財

務諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度より

「預り金」に含めて表示している。

　なお、当事業年度の「預り金」に含まれている「預り保

証金」は909百万円である。

（損益計算書）

１．「役員報酬」は、前事業年度は販売費及び一般管理費

の「その他」に含めて表示していたが、金額的重要性が

増したため区分掲記している。

　なお、前事業年度の「その他」に含まれている「役員報

酬」は300百万円である。

２．前事業年度まで区分掲記していた「ロイヤルティ収

入」（当事業年度・75百万円）は営業外収益の100分の

10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示している。

３．前事業年度まで区分掲記していた「不動産賃貸費用」

（当事業年度・193百万円）は営業外費用の100分の10以

下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示

している。

４．前事業年度まで区分掲記していた「固定資産処分損」

（当事業年度・134百万円）は営業外費用の100分の10以

下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示

している。 
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１　下記の資産は、長期借入金の担保に供している。 ※１　下記の資産は、長期借入金の担保に供している。 

財団担保に供している有形固定資産 財団担保に供している有形固定資産

建物　　（帳簿価額）      1,394百万円

機械装置（　 〃 　）      3,779百万円

その他　（　 〃 　）      1,061百万円

計      6,235百万円

建物　　（帳簿価額）      1,350百万円

機械装置（　 〃 　）      3,436百万円

その他　（　 〃 　）      1,062百万円

計      5,850百万円

上記の担保資産に対応する債務 上記の担保資産に対応する債務

長期借入金      500百万円 長期借入金       500百万円

※２　関係会社に関する項目

　関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりで

ある。

(1）流動資産

※２　関係会社に関する項目

　関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりで

ある。

(1）流動資産

売掛金      1,264百万円

短期貸付金      1,370百万円

売掛金      1,849百万円

短期貸付金      2,136百万円

(2）流動負債 (2）流動負債

買掛金    970百万円

未払金    462百万円

短期借入金    1,192百万円

買掛金       555百万円

未払金       393百万円

短期借入金     1,486百万円

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　運転資金の効率的な調達を行うため、連結子会社３社

と当座貸越契約を締結している。この契約に基づく当

事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりである。

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　運転資金の効率的な調達を行うため、連結子会社３社

と当座貸越契約を締結している。この契約に基づく当

事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりである。

当座貸越極度額      5,000百万円

貸出実行残高      －百万円

差引額      5,000百万円

当座貸越極度額      5,000百万円

貸出実行残高      766百万円

差引額      4,233百万円

　　　　　　　　　　──────  ※４　たな卸資産の内訳は、次のとおりである。

製品    2,616百万円

仕掛品    1,131百万円

原材料     1,062百万円

　なお、製品には半製品を含めている。 

　　　　　　　　　　────── 　５　偶発債務

債務保証 

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っている。

保証先 金額(百万円) 内容
日立蓄電池（東莞）
有限公司

715借入債務
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　他勘定振替高内訳 ※１　他勘定振替高内訳

研究開発費  23百万円 研究開発費    18百万円

※２　関係会社に関する項目 ※２　関係会社に関する項目

関係会社からの仕入高     13,333百万円 関係会社からの仕入高     11,672百万円

関係会社に対する営業外収益は次のとおりである。 関係会社に対する営業外収益は次のとおりである。

受取配当金   78百万円

不動産賃貸料    157百万円

ロイヤルティ収入   20百万円

受取配当金     89百万円

不動産賃貸料       176百万円

ロイヤルティ収入     14百万円

※３　一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

※３　一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

     1,416百万円           1,653百万円

　　　　　　　　　　────── ※４　投資損失引当金繰入額

 　営業外費用は、日立ビークルエナジー㈱に対する投資

損失引当金の繰入額である。

　また、特別損失は、当事業年度より新たに計上してい

る日立蓄電池（東莞）有限公司に対する投資損失引当

金の繰入額である。 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 114 18 0 132

合計 114 18 0 132

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加18千株は、単元未満株式の買取による増加である。

　　　　　普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡による減少である。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 132 26 5 153

合計 132 26 5 153

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加26千株は、単元未満株式の買取による増加である。

　　　　　普通株式の自己株式の株式数の減少5千株は、単元未満株式の売渡による減少である。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具器具備品 388 173 214
その他 116 53 63

合計 504 227 277

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内    110百万円

１年超    169百万円

合計    280百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料    127百万円

減価償却費相当額    124百万円

支払利息相当額  3百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっている。

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  0百万円

１年超 －

合計  0百万円

  

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

　主として、車輌及び電子計算機（「車両及び運搬

具」、「工具、器具及び備品」）である。

②　リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりである。

 

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりである。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具器具備品 352 221 130
その他 62 28 33

合計 415 250 164

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内       90百万円

１年超       77百万円

合計       167百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料       114百万円

減価償却費相当額       109百万円

支払利息相当額   3百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっている。

 

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）及び当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年

３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （百万円）

退職給付引当金 1,496

関係会社株式評価減 521

投資損失引当金 444

確定拠出年金未払計上否認 437

未払賞与 435

その他 918

繰延税金資産小計 4,254

評価性引当額 △636

繰延税金資産計 3,618

繰延税金負債  

特別償却準備金 △2

固定資産圧縮積立金 △6

固定資産圧縮特別勘定積立金 △23

その他有価証券評価差額金 △266

繰延税金負債計 △299

繰延税金資産の純額 3,319

繰延税金資産 （百万円）

退職給付引当金 1,502

関係会社株式評価減 521

投資損失引当金 1,377

確定拠出年金未払計上否認 270

未払賞与 408

その他 827

繰延税金資産小計 4,906

評価性引当額 △1,156

繰延税金資産計 3,750

繰延税金負債  

特別償却準備金 △0

固定資産圧縮積立金 △6

その他有価証券評価差額金 △32

繰延ヘッジ損益 △27

繰延税金負債計 △65

繰延税金資産の純額 3,684

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 　39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.8

住民税均等割 0.7

研究費税額控除 △3.0

評価性引当額 3.1

その他 2.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.4

 

法定実効税率 　39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.3

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.5

住民税均等割 1.4

研究費税額控除 △7.1

評価性引当額 27.3

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 66.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額    341円09銭

１株当たり当期純利益金額   40円29銭

１株当たり純資産額   336円65銭

１株当たり当期純利益金額     12円67銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度末

（平成20年３月31日）
当事業年度末

（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 17,328 17,095

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
17,328 17,095

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株）
50,803,187 50,781,536

　　　　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益（百万円） 2,047 643

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,047 643

期中平均株式数（株） 50,808,906 50,788,619

 

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証

券

その他有

価証券

㈱オートバックスセブン 98,046 267

日産自動車㈱ 733,000 256

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 130,960 62

㈱みずほフィナンシャルグループ 273,000 51

光洋電機㈱ 16,600 49

㈱タカショー 158,400 44

日本電信電話㈱ 11,200 41

㈱小松製作所 35,460 37

ダイハツ工業㈱ 40,000 30

日本ＣＭＫ㈱ 78,000 24

その他　28銘柄 835,324 199

計 2,409,990 1,066
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高
（百万円）

有形固定資産        
建物 8,187 176 114 8,249 6,045 233 2,204

構築物 1,428 99 10 1,517 1,121 58 395

機械及び装置 31,177 1,523 1,231 31,469 26,204 1,975 5,265

車両運搬具 52 2 1 52 48 3 3

工具、器具及び備品 8,975 781 386 9,371 8,351 603 1,020

土地 1,061 － － 1,061 － － 1,061

リース資産 － 10 － 10 2 2 8

建設仮勘定 46 103 75 74 － － 74

計 50,929 2,697 1,819 51,807 41,773 2,876 10,034

無形固定資産        
ソフトウエア 447 35 102 380 307 57 72

施設利用権 252 0 － 252 228 0 23

ソフトウエア仮勘定 － 6 － 6 － － 6

計 700 42 102 639 536 58 102

長期前払費用 5 3 3 5 3 2 1

繰延資産 － － － － － － －

　（注）１．当期増加額の主なものは、次のとおりである。

（機械及び装置） 埼玉事業所 蓄電池・電気機器生産設備 505百万円

 名張事業所 蓄電池生産設備 372

 彦根事業所 合成樹脂製品生産設備 625

（工具、器具及び備品） 埼玉事業所 蓄電池・電気機器生産設備 146

 名張事業所 蓄電池生産設備 103

 彦根事業所 合成樹脂製品生産設備 175

 
産業リチウムイオン

電池開発センタ
研究開発設備 262

２．当期減少額の主なものは、次のとおりである。

（機械及び装置） 埼玉事業所 蓄電池・電気機器生産設備 442百万円

 名張事業所 蓄電池生産設備 157

 彦根事業所 合成樹脂製品生産設備 614

（工具、器具及び備品） 埼玉事業所 蓄電池・電気機器生産設備 154

 名張事業所 蓄電池生産設備 73

 彦根事業所 合成樹脂製品生産設備 124

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 237 210 64 6 376

投資損失引当金 1,117 2,342 － － 3,460

役員退職慰労引当金 312 － 20 － 291

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権及び貸倒懸念債権に対する引当金の戻入額である。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 8

預金  

普通預金 1,050

小計 1,050

合計 1,059

②　受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

中部コウベ電池㈱ 121

服部電池㈱ 68

大崎商事㈱ 26

オーミケンシ㈱ 23

（資）朝日電機 20

その他 453

合計 713

(ロ）期日別内訳
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期日別 金額（百万円）

平成21年４月 91

５月 98

６月 199

７月 288

８月 34

９月 －

10月以降 －

合計 713

③　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

日立バッテリー販売サービス㈱ 1,443

㈱エヌ・ティ・ティファシリティーズ 1,140

㈱豊田自動織機 405

日本輸送㈱ 316

㈱日立製作所 305

その他 7,242

合計 10,854

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

15,555 68,998 73,699 10,854 87.2 69.9

　（注）　消費税等を含めて表示している。

④　たな卸資産
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品名 金額（百万円）

製品  

蓄電池 2,182

電気機器 200

合成樹脂製品 233

小計 2,616

仕掛品  

蓄電池 673

電気機器 245

合成樹脂製品 212

小計 1,131

原材料  

蓄電池関係 697

電気機器関係 104

合成樹脂製品関係 260

小計 1,062

合計 4,809

 ⑤ 短期貸付金

区分 金額（百万円）

日立蓄電池（東莞）有限公司 1,370

新神戸プラテックス㈱ 766

合計 2,136

 　 ⑥　繰延税金資産

　２．財務諸表等　(1）財務諸表　注記事項（税効果会計関係）に記載している。

⑦　関係会社株式

区分 金額（百万円）

日立ビークルエナジー㈱ 2,400

台湾神戸電池（股） 583

新神戸プラテックス㈱ 453

日立バッテリー販売サービス㈱ 175

新神戸テクノサービス㈱ 50

その他 7

合計 3,670

⑧　買掛金

相手先 金額（百万円）

日本板硝子㈱ 540

新神戸プラテックス㈱ 376

日立バッテリー販売サービス㈱ 156

三井金属鉱業㈱ 122

岩尾㈱ 109

その他 2,336

合計 3,642

⑨　短期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱みずほコーポレート銀行 1,600

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,340

日立バッテリー販売サービス㈱ 1,186

その他 406

合計 4,532

　（注）　平均利率　1.01％
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⑩　未払費用

区分 金額（百万円）

未払賞与 1,114

その他 902

合計 2,016

⑪  長期借入金 

相手先 金額（百万円）

㈱みずほコーポレート銀行 900

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 500

日本生命保険（相） 500

合計 1,900

　（注）　平均利率　1.77％

⑫　退職給付引当金

区分 金額（百万円）

退職給付債務 8,490

年金資産 △2,682

未認識過去勤務債務 △621

未認識数理計算上の差異 △1,530

合計 3,656

（３）【その他】

　該当事項はない。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

剰余金の配当の基準日
９月３０日

３月３１日

１単元の株式数 １，０００株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所

 （特別口座）

東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階）

東京証券代行株式会社　本店

株主名簿管理人

 （特別口座）

東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階）

東京証券代行株式会社

取次所 ──────

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。

http://www.shinkobe-denki.co.jp/

但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生

じたときは、日本経済新聞に掲載する。

株主に対する特典 該当事項なし。

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外

の権利を有していない。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はない。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第86期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月25日関東財務局長に提出

(2）四半期報告書及び確認書

（第87期第１四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月８日関東財務局長に提出

（第87期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月14日関東財務局長に提出

（第87期第３四半期）（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）平成21年２月13日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書

  平成２０年６月２５日

新神戸電機株式会社    

 執行役社長　臼井　正信　殿  

 新日本監査法人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 和田　栄一　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 青栁　好一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる新神戸電機株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につい

て監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新神戸電

機株式会社及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成２１年６月２６日

新神戸電機株式会社    

 執行役社長　伊藤　繁　殿  

 新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 青栁　好一　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 辻　　幸一　　印

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる新神戸電機株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につい
て監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する
意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新神戸電
機株式会社及び連結子会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、新神戸電機株式会社の平成２
１年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報
告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明すること
にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が
ある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、新神戸電機株式会社が平成２１年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２０年６月２５日

新神戸電機株式会社    

 執行役社長　臼井　正信　殿  

 新日本監査法人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 和田　栄一　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 青栁　好一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる新神戸電機株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第８６期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新神戸電機株

式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２１年６月２６日

新神戸電機株式会社    

 執行役社長　伊藤　繁　殿  

 新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 青栁　好一　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 辻　　幸一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる新神戸電機株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第８７期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新神戸電機株

式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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